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（
二
）
可
。
ａ
三
○
【
。
「
Ｏ
Ｐ
Ｏ
閉
の
ら
８
（
以
上
第
十
七
巻
三
・
四
号
）

四
一
九
六
○
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代
の
「
労
使
関
係
改
地
」
論
争
と
労
働
協
約
の
立
法
化
問
題

（
｜
）
六
○
年
代
に
お
け
る
労
使
紛
争
の
激
化
と
「
労
使
関
係
改
砿
」
論
議

（
四
）
報
告
書
と
労
働
協
約
の
法
的
拘
束
力
の
取
扱
い

（
五
）
労
働
党
政
府
の
「
新
労
使
関
係
法
案
」
と
そ
の
挫
折

（
六
）
小
括
（
以
上
本
号
）

（
二
）
保
守
党
の
政
簸

（
三
）
労
働
党
の
政
策

二
）
フ
ォ
ー
ド
紛
争

は
じ
め
に

一
九
六
○
年
代
ま
で
の
イ
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リ
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に
お
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労
働
協
約
の
法
的
地
位

一
九
六
九
年
の
フ
ォ
ー
ド
紛
争
の
提
起
し
た
問
題

「
イ
ギ
リ
ス
労
働
協
約
の
法
的
拘
束
力
」
（
二
）

秋
田
成
就



枕
同け
)|(|’て
決い
はる
、０

（
承
前
）
は
じ
め
に

イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
労
働
協
約
の
法
的
取
扱
い
の
歴
史
に
つ
い
て
、
前
縞
第
三
蔵
ま
で
に
一
九
世
紀
の
中
葉
以
後
か
ら
第
一
。
二
次
大

戦
を
経
て
一
九
六
九
年
の
フ
ォ
ー
ド
事
件
判
決
ま
で
を
扱
っ
た
。
フ
ォ
ー
ド
判
決
は
、
そ
れ
ま
で
の
制
定
法
お
よ
び
判
例
法
上
の
労
働
協

約
の
法
的
地
位
を
再
確
認
す
る
意
味
を
も
つ
里
程
標
と
し
て
の
重
要
な
地
位
を
占
め
る
と
と
も
に
、
そ
れ
か
ら
の
波
乱
に
富
む
三
○
年
を

経
過
し
た
今
日
の
時
点
に
お
い
て
も
、
（
そ
の
後
の
制
定
法
の
経
過
に
も
か
か
わ
ら
ず
）
な
お
、
コ
モ
ン
ロ
ー
と
し
て
の
効
力
を
持
ち

同
判
決
は
、
イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
労
使
関
係
の
安
定
が
大
き
く
川
れ
大
幾
つ
か
の
時
期
の
一
つ
で
あ
る
一
九
六
○
年
代
の
醗
物
で
あ
る

が
、
労
働
協
約
に
定
め
る
紛
争
処
理
手
続
を
裁
判
所
に
よ
る
法
的
解
決
に
委
ね
よ
う
と
し
た
使
川
者
の
訴
え
に
対
し
、
法
的
伝
統
に
従
っ

て
門
戸
を
川
ざ
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
奴
判
に
先
立
つ
「
労
使
関
係
改
赦
」
論
議
の
巾
で
は
、
労
働
協
約
の
法
的
性
烙
の
「
不
川
硴
さ
」

が
弥
仙
関
係
の
不
安
定
を
州
い
て
い
る
と
し
て
制
定
法
に
よ
っ
て
川
硫
化
す
る
こ
と
が
必
要
か
ど
う
か
が
問
題
と
な
っ
て
い
た
が
、
王
立

四
一
九
六
○
年
代
に
お
け
る
労
使
関
係
制
度
「
改
革
」
論
議
と
労
働
協
約
の
立
法
化
問
題

九八七六（

一
九
七
一
年
ヨ
コ
ロ
ロ
⑭
［
１
巴
冗
の
一
口
［
一
○
コ
⑫
シ
Ｏ
［
と
労
仙
協
約
の
取
扱
い
（
以
下
次
号
）

一
九
七
四
～
七
六
年
『
「
且
の
ロ
ヨ
○
コ
目
Ｑ
ｒ
８
ｏ
ｐ
『
幻
の
一
口
［
】
○
回
⑫
シ
ロ
と
労
伽
協
約
の
取
扱
い

一
九
九
二
年
『
『
且
の
ロ
ゴ
一
・
コ
目
Ｑ
Ｆ
８
○
口
『
幻
の
一
目
○
コ
の
（
○
○
コ
⑫
○
二
：
［
一
・
コ
）
シ
ｏ
［
と
労
伽
協
約
の
取
扱
い

現
代
イ
ギ
リ
ス
労
使
関
係
法
に
お
け
る
労
働
協
約
の
法
的
地
位

腿
蛆

２



｢イギリス労働協約の法的拘束力」（２）

（
己
六
○
年
代
に
お
け
る
労
使
紛
争
の
激
化
と
「
労
使
関
係
改
革
」
論
議

フ
ォ
ー
ド
紛
争
も
そ
の
一
つ
で
あ
る
職
場
に
お
け
る
労
働
争
議
の
激
発
を
み
た
六
○
年
代
末
か
ら
七
○
年
代
初
め
の
時
期
は
、
節
二
次

大
戦
後
の
政
府
の
所
得
政
策
の
一
つ
で
あ
る
賃
金
凍
結
を
め
ぐ
り
、
特
に
職
場
の
労
使
関
係
が
き
わ
め
て
不
安
定
の
様
相
を
呈
し
て
い
た
。

好
況
に
よ
る
完
全
雇
用
状
態
の
下
で
組
織
拡
張
の
上
げ
潮
に
乗
る
Ｔ
Ｕ
Ｃ
は
、
労
働
党
政
府
の
所
得
政
策
を
文
持
す
る
建
前
か
ら
、
表
向

き
に
は
政
府
の
認
め
な
い
賃
上
げ
ス
ト
を
自
制
す
る
立
場
に
立
っ
て
い
た
。
し
か
し
、
職
場
で
は
、
シ
ョ
ッ
プ
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
が
中
心

と
な
っ
て
残
業
拒
否
（
。
く
の
日
日
の
９
コ
）
、
順
法
闘
争
（
葛
。
『
蚕
ロ
、
‐
８
‐
『
ロ
｝
の
）
、
怠
業
あ
る
い
は
非
公
認
ス
ト
（
ｇ
ｏ
甑
９
口
一
の
丘
穴
の
）

の
形
で
雇
主
に
実
質
的
な
賃
上
げ
交
渉
を
迫
り
、
あ
る
幟
度
、
成
果
を
収
め
て
い
た
。
そ
の
結
果
、
製
造
業
を
中
心
と
し
て
生
藤
が
停
滞

し
、
国
際
競
争
力
の
低
下
が
内
外
か
ら
の
「
イ
ギ
リ
ス
病
」
と
の
非
難
を
招
い
て
い
た
。
産
業
別
組
合
を
中
心
と
し
た
全
国
単
位
の
団
体

委
員
会
の
Ｃ
ｏ
ｐ
ｏ
ぐ
自
刃
ｇ
ｏ
『
【
は
消
極
的
見
解
を
採
川
し
、
そ
の
見
解
が
同
判
決
の
裁
判
官
に
少
な
か
ら
ぬ
影
響
を
与
え
た
。

本
章
で
は
、
そ
の
Ｃ
Ｏ
ご
○
ぐ
自
刃
の
ロ
。
『
（
に
お
け
る
労
働
協
約
の
立
法
化
問
題
を
扱
う
。
イ
ギ
リ
ス
労
働
法
史
に
お
い
て
法
理
論
上
も
、

ま
た
訴
訟
実
務
の
町
で
も
、
そ
れ
ほ
ど
ホ
ッ
ト
な
論
議
を
招
く
こ
と
の
な
か
っ
た
労
働
協
約
の
「
法
的
拘
束
力
」
の
問
題
が
、
一
九
六
○

年
代
に
な
っ
て
「
政
治
」
の
舞
台
に
お
い
て
脚
光
を
浴
び
る
に
至
っ
た
の
は
何
故
か
。
そ
れ
は
、
労
働
協
約
を
含
め
て
労
使
関
係
一
般
に

つ
い
て
の
、
そ
れ
ま
で
の
凶
家
（
法
律
）
の
非
介
人
主
義
的
－
１
当
事
者
自
治
主
義
政
策
が
、
も
は
や
労
使
関
係
安
定
化
の
理
念
と
し
て

機
能
せ
ず
、
か
え
っ
て
労
使
紛
争
を
激
化
さ
せ
る
一
因
と
な
っ
て
い
る
か
ら
で
は
な
い
か
、
そ
う
だ
と
す
れ
ば
政
府
と
し
て
は
よ
り
積
極

的
に
労
使
関
係
を
リ
ー
ド
す
る
立
場
に
立
ち
、
従
来
の
「
消
極
的
」
労
使
関
係
法
を
改
め
る
こ
と
が
必
要
で
は
な
い
か
と
の
論
議
が
与
野

党
を
問
わ
ず
、
出
て
き
た
こ
と
に
よ
る
と
思
わ
れ
る
。
二
○
年
後
の
今
日
の
時
点
に
お
い
て
そ
の
間
の
い
き
さ
つ
を
あ
ら
た
め
て
検
討
し

て
み
よ
う
と
い
う
の
が
本
稿
の
ね
ら
い
で
あ
る
。

３



交
渉
と
労
働
協
約
の
締
結
と
い
う
イ
ギ
リ
ス
に
伝
統
的
な
交
渉
シ
ス
テ
ム
の
一
方
で
、
所
得
政
策
に
足
か
せ
を
は
め
ら
れ
た
中
央
交
渉
を

４

不
満
と
す
る
職
場
闘
争
が
捌
け
口
を
求
め
て
》
」
の
イ
ン
フ
ォ
ー
マ
ル
な
大
衆
迦
勅
に
活
力
を
与
え
つ
つ
あ
っ
た
。

六
○
年
代
の
中
頃
に
は
賃
金
に
つ
い
て
の
所
得
政
策
の
機
能
は
ほ
と
ん
ど
失
わ
れ
つ
つ
あ
っ
た
と
は
い
え
、
労
働
党
政
府
と
し
て
は
、

こ
れ
を
一
準
に
撤
廃
し
、
自
川
主
義
経
済
に
複
す
る
こ
と
も
、
逆
に
労
使
関
係
や
争
議
に
対
す
る
現
状
に
即
し
国
家
の
規
制
を
強
化
す
る

政
策
も
と
る
こ
と
が
で
き
ず
、
ど
っ
ち
つ
か
ず
の
状
態
で
労
使
関
係
の
「
改
革
」
に
よ
る
そ
の
安
定
化
を
は
か
る
と
い
う
路
線
を
採
っ
た
。

一
刀
、
保
守
党
の
力
も
、
こ
の
時
川
に
あ
っ
て
は
、
後
年
の
サ
ッ
チ
ャ
ー
政
権
が
採
る
こ
と
に
な
る
完
全
目
川
市
場
化
を
前
提
と
し
た
労

使
関
係
政
策
に
踏
み
切
る
に
至
ら
ず
、
労
働
党
と
大
差
の
な
い
政
策
を
か
か
げ
て
い
た
。

政
府
が
労
使
関
係
の
「
改
革
」
を
考
え
る
場
合
に
も
、
「
改
革
」
は
、
ま
づ
当
事
者
で
あ
る
労
使
の
と
り
組
む
べ
き
課
題
で
あ
り
、
そ

れ
を
さ
し
お
い
て
政
府
が
直
接
、
立
法
に
よ
っ
て
対
処
す
る
こ
と
は
、
イ
ギ
リ
ス
の
伝
統
的
労
使
関
係
政
策
に
な
じ
み
に
く
い
。
特
に
団

体
交
渉
、
労
働
協
約
、
争
議
行
為
、
労
働
組
合
な
ど
労
使
関
係
の
法
的
側
而
に
か
か
わ
る
問
題
に
つ
い
て
は
、
伝
統
的
に
必
要
般
小
限
の

法
的
規
制
に
と
ど
め
、
労
使
間
の
「
自
治
」
に
な
る
べ
く
介
入
し
な
い
政
策
が
と
ら
れ
て
蓬
越
・
し
か
し
、
今
や
国
の
経
済
的
「
危
機
」

に
際
し
、
政
府
と
し
て
労
使
間
の
「
自
治
」
に
任
せ
て
お
け
ず
労
使
関
係
や
弥
労
関
係
の
改
革
に
手
を
つ
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
れ

ば
、
団
体
交
渉
の
シ
ス
テ
ム
、
労
働
協
約
の
履
行
問
題
、
ス
ト
ラ
イ
キ
の
規
制
、
組
合
組
織
の
あ
り
か
た
の
い
ず
れ
か
に
的
が
し
ぼ
ら
れ

る
。
そ
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
一
定
の
法
的
規
制
が
必
要
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
プ
ラ
ス
、
マ
イ
ナ
ス
の
効
果
、
優
先
順
位
が
問

題
と
な
る
。
政
党
に
と
っ
て
は
、
そ
の
い
ず
れ
も
が
「
政
治
的
生
命
」
を
左
右
す
る
重
大
な
問
題
で
あ
っ
鹿
。

（
１
）
こ
の
政
簸
は
、
一
般
に
○
○
｝
一
の
、
戸
一
く
の
Ｐ
巴
⑫
⑫
の
甲
〔
巴
『
の
□
。
。
一
・
１
口
①
と
い
う
名
称
で
呼
ば
れ
る
。
語
腺
は
、
【
、
ｇ
’
句
『
の
目
・
教
授
が
一
九
五
○

年
代
初
期
の
イ
ギ
リ
ス
の
制
度
の
特
色
と
し
て
使
用
し
た
の
が
最
初
と
思
わ
れ
る
が
、
次
第
に
（
一
の
、
四
一
）
：
⑰
一
の
。
（
】
・
己
⑫
曰
あ
る
い
は
く
・
一
口
。
ｓ
，

忌
日
の
意
味
を
含
め
て
、
ま
た
イ
ギ
リ
ス
に
限
ら
ず
、
他
の
国
に
お
い
て
も
一
つ
の
政
策
理
念
を
表
わ
す
も
の
と
し
て
一
般
的
に
使
川
さ
れ
る
よ
う



（
二
）
保
守
党
の
政
埜
平
１
１
「
仕
耶
に
関
す
る
公
正
な
扱
い
」

保
守
党
は
、
一
九
六
八
年
四
月
（
ロ
）
ロ
・
ぐ
：
胃
ｃ
・
【
【
の
発
表
の
三
ヶ
月
前
）
「
仕
事
に
関
す
る
公
正
な
扱
い
」
（
司
臼
Ｈ
ｏ
８
－
Ｐ
〔

ゴ
・
鳥
）
と
題
す
る
工
挫
を
発
表
し
て
、
党
と
し
て
の
労
使
関
係
「
改
革
」
の
青
写
真
を
示
し
た
。
そ
れ
は
、
題
名
の
よ
う
に
「
職
場
に

お
け
る
人
椛
（
ゴ
ロ
ョ
ロ
ロ
「
》
ぬ
旨
い
）
の
保
謹
」
を
城
本
理
念
と
し
た
が
、
そ
こ
で
い
う
「
人
樅
」
の
保
趣
と
は
、
使
川
者
側
か
ら
の
そ
れ

で
は
な
く
、
「
強
大
」
か
つ
「
専
制
的
」
な
（
産
業
別
）
労
働
組
合
の
組
織
的
圧
力
か
ら
の
解
放
と
い
う
意
味
が
含
ま
れ
て
い
た
。

Ｊ
そ
れ
は
、
立
法
政
策
と
し
て
、
現
在
の
団
体
交
渉
シ
ス
テ
ム
を
、
①
交
渉
当
事
者
が
よ
り
大
き
な
責
任
を
持
ち
、
締
結
し
た
労
働
協
約

２肌
を
遵
守
し
、
②
産
業
の
効
率
化
を
進
め
、
そ
の
障
害
を
除
去
し
、
③
産
業
平
和
維
持
の
た
め
労
使
間
の
協
調
性
を
高
め
、
④
個
々
の
労
働

力束
者
の
離
水
的
権
利
の
公
正
か
つ
〈
回
理
的
な
保
護
を
は
か
る
よ
う
労
使
関
係
を
改
並
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。

拘緬
同
日
Ｈ
円
い
］
日
三
○
『
六
は
、
こ
の
た
め
に
、
統
一
性
に
欠
け
る
従
来
の
立
法
を
縦
理
し
て
一
の
総
〈
口
的
な
「
労
使
関
係
法
」
を
制
定

〃沖
し
、
そ
の
巾
に
労
使
川
休
の
盗
録
制
度
、
労
働
組
△
口
の
法
的
地
位
の
川
碓
化
、
武
伍
、
紺
へ
口
且
の
樅
利
の
拡
張
等
に
関
す
る
定
め
を
す
る
。

剛
労
働
協
約
に
つ
い
て
は
、
当
事
者
が
そ
れ
を
望
ま
な
い
場
合
を
除
き
、
一
般
的
に
法
的
拘
束
力
を
付
与
し
、
こ
れ
に
抵
触
す
る
一
八
七
一

効
年
労
働
組
合
法
を
廃
止
す
る
こ
と
と
し
た
。
こ
れ
は
第
二
次
大
戦
後
初
の
労
働
協
約
の
立
法
化
の
提
案
と
い
う
意
味
に
お
い
て
、
ま
た
そ

判
の
後
の
保
守
党
の
協
約
立
法
に
閃
す
る
雅
本
指
針
を
鮮
明
に
し
た
と
い
う
点
で
亜
要
で
あ
っ
た
。
こ
の
文
書
は
労
使
関
係
の
「
改
革
」
が

Ⅳ
必
要
だ
と
す
る
認
識
に
お
い
て
ｏ
Ｃ
ｐ
ｏ
く
目
元
８
．
『
〔
と
於
調
を
同
じ
く
し
て
お
り
、
た
だ
労
使
関
係
の
悪
化
を
招
い
た
原
因
が
も
つ
ぱ

（
２
）
イ
ギ
リ
ス
の
、
特
に
第
二
次
大
戦
後
か
ら
一
九
八
六
年
賦
ま
で
の
労
使
関
係
の
経
過
と
分
析
に
側
す
る
邦
文
献
と
し
て
、
岡
橘
克
胤
「
イ
ギ
リ

ス
労
使
関
係
の
変
貌
」
一
九
八
七
年
川
本
評
論
社
参
照
。

に
な
っ
た
。



案
を
作
成
し
た
。

川
労
働
党
の
政
策
形
成
過
程

一
九
六
四
年
十
月
の
総
選
挙
に
お
い
て
勝
利
を
お
さ
め
た
労
働
党
の
最
初
の
政
策
課
題
は
、
同
年
一
月
に
出
た
幻
・
・
六
冊
ぐ
。

（
１
）

ロ
ロ
ｇ
ｐ
ａ
事
件
の
貴
族
院
判
決
に
よ
り
一
九
○
六
年
「
労
働
争
議
法
」
に
よ
り
与
え
ら
れ
て
い
た
保
護
（
紺
〈
、
免
責
）
の
幅
を
著
し
く

狭
め
ら
れ
た
争
議
権
の
立
法
に
よ
る
回
復
階
世
で
あ
っ
た
。
翌
一
九
六
汎
年
の
「
労
働
争
議
法
」
の
制
定
に
よ
っ
て
こ
れ
を
達
成
し
た
労

働
党
は
、
同
年
二
月
労
使
制
度
改
邸
の
課
題
に
と
り
組
み
、
（
労
使
関
係
に
つ
い
て
は
）
一
世
紀
ぶ
り
に
王
立
委
口
会
（
委
貝
艮
炉
○
日

（
２
）

Ｃ
・
口
。
ぐ
口
口
外
十
一
名
の
委
且
）
を
設
世
し
、
「
経
営
と
従
業
貝
と
の
関
係
お
よ
び
、
糾
合
貝
の
利
縦
を
垪
巡
し
、
剛
氏
の
社
会
的
・
経
済

的
進
歩
を
促
進
す
る
際
の
労
働
糾
合
と
使
川
者
団
体
の
役
削
を
考
察
し
、
あ
わ
せ
て
特
に
こ
れ
ら
の
川
休
の
活
動
に
影
粋
す
る
法
律
を
考

噸
し
、
か
つ
報
告
す
る
こ
と
」
を
付
託
し
た
。
委
員
会
は
、
以
後
三
年
に
わ
た
る
精
力
的
な
調
査
と
聴
取
を
皿
ね
、
一
九
六
八
年
報
告
書

ら
労
働
組
合
の
側
に
あ
る
と
す
る
こ
と
、
労
使
関
係
改
革
の
た
め
に
は
俄
極
的
な
立
法
の
介
入
を
主
鵬
す
る
点
で
異
な
っ
て
い
た
。
□
。

６

幻
：
の
瓜
教
授
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
こ
の
文
誠
叩
は
、
一
九
六
○
～
七
○
年
代
の
イ
ギ
リ
ス
の
労
使
関
係
奴
お
よ
び
立
法
政
簸
の
あ
り
方

に
関
す
る
二
つ
の
潮
流
を
反
映
し
て
い
る
点
に
お
い
て
○
○
コ
◎
ぐ
目
幻
の
□
・
１
と
一
対
の
も
の
と
し
て
読
ま
れ
る
べ
き
も
の
で
延
笙
。

（
１
）
○
・
コ
い
の
『
く
ｍ
ご
く
の
勺
ロ
『
ｑ
・
図
『
Ｒ
ロ
ー
口
［
三
・
『
六
・
弓
の
○
・
口
吻
の
『
く
②
ご
く
８
℃
ロ
『
・
月
ゴ
【
・
ョ
８
の
『
。
［
且
こ
い
（
１
陣
一
幻
の
一
“
二
・
コ
⑭
ｗ
○
・
口
協
司
く
四
‐

【
】
く
の
勺
○
一
一
二
○
⑤
一
○
の
。
【
『
の
。
ｚ
○
・
二
○
Ｐ
シ
ロ
『
一
一
】
①
の
⑪

（
２
）
Ｐ
Ｃ
幻
・
房
「
厨
・
句
＆
『
Ｏ
Ｂ
一
ｍ
［
三
○
『
不
少
幻
の
く
｝
の
肴
・
ロ
〕
同
ぐ
。
。
．
Ｓ
①
⑪
勺
・
②
８

（
１
）
イ
ギ
リ
ス
労
働
法
に
お
け
る
丙
○
○
六
冊
判
決
の
愈
義
に
つ
い
て
は
、
川
脇
「
シ
ョ
ッ
プ
協
定
に
も
と
づ
く
経
済
要
求
の
ス
ト
と
不
法
行
為
」
季

（
三
）
労
働
党
の
政
策
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③
報
告
書
の
結
論
と
勧
告

報
告
瞥
は
、
「
雅
訓
」
（
日
日
口
、
ロ
ロ
ヨ
、
⑫
）
と
し
て
、
「
イ
ギ
リ
ス
に
は
二
つ
の
労
使
関
係
制
度
が
あ
る
。
一
つ
は
公
認
さ
れ
た
制
度

に
具
現
す
る
公
式
の
（
ａ
目
ロ
ー
）
制
度
で
あ
り
、
他
は
、
労
働
組
合
と
使
川
者
団
体
、
経
営
者
、
シ
ョ
ッ
プ
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
お
よ
び

労
働
者
の
実
際
の
行
動
が
作
り
出
す
非
公
式
（
ご
［
。
「
ヨ
ロ
ー
）
の
制
度
で
あ
る
」
と
い
う
分
析
を
示
す
。
前
者
の
「
公
式
」
の
制
度
の
要

め
（
鷺
①
、
（
○
口
の
）
は
、
使
用
者
団
体
と
労
働
組
合
グ
ル
ー
プ
間
の
産
業
別
又
は
全
国
単
位
の
文
書
に
よ
る
労
働
協
約
で
あ
り
、
そ
の
中

に
賃
金
水
準
、
週
平
均
労
働
時
間
、
年
次
休
暇
等
の
基
本
的
一
睡
用
条
件
お
よ
び
交
渉
の
手
続
き
が
定
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
他
の
事
項
は
、

工
場
又
は
職
場
の
単
位
で
シ
ョ
ッ
プ
ス
チ
ュ
ァ
ー
ド
と
経
営
者
間
で
交
渉
さ
れ
る
が
、
そ
の
決
定
は
、
「
イ
ン
フ
ォ
ー
マ
ル
で
、
断
片

的
で
あ
り
、
多
く
は
自
作
的
（
：
８
コ
○
日
・
ロ
⑫
）
な
も
の
」
で
あ
る
。
問
題
は
、
こ
の
よ
う
な
制
度
が
、
全
国
的
に
労
使
関
係
一
般
の
あ

り
方
に
敢
要
な
影
稗
を
及
ぼ
し
つ
つ
あ
る
こ
と
で
あ
っ
て
、
こ
れ
が
非
公
認
ス
ト
、
非
効
率
的
な
労
働
、
貸
金
ド
リ
フ
ト
そ
の
他
の
病
弊

（
の
ａ
一
）
を
生
じ
さ
せ
た
原
因
と
認
め
ら
れ
る
。
そ
こ
で
、
そ
の
改
革
の
方
向
は
、
工
場
又
は
職
場
単
位
の
「
非
公
式
」
の
交
渉
を
「
公

式
」
の
団
体
交
渉
や
労
働
協
約
に
ま
で
高
め
る
こ
と
に
よ
り
職
場
秩
序
を
回
復
さ
せ
、
産
業
効
率
を
高
め
る
こ
と
で
あ
る
。
改
革
の
具
体

的
日
標
と
し
て
は
、
①
会
社
、
工
場
レ
ベ
ル
で
決
定
さ
れ
る
べ
き
雁
川
条
件
に
つ
い
て
の
包
捕
的
か
つ
権
威
あ
る
団
体
交
渉
機
柵
を
発
展

さ
せ
る
こ
と
、
②
労
働
協
約
に
合
致
す
る
よ
う
従
業
員
の
苦
情
を
早
急
か
つ
公
平
に
処
理
す
る
た
め
の
手
続
を
充
足
さ
せ
る
こ
と
、
③
職

場
委
員
の
地
位
と
活
動
を
規
制
す
る
労
働
協
約
の
締
結
、
①
不
公
正
解
雁
に
関
す
る
労
働
協
約
の
締
結
、
⑥
解
雁
を
含
む
懲
戒
処
分
に
関

ご
巨
伽
目
的
の
日
の
日
）
第
十
況
章

（
１
）
「
幻
○
百
一
○
・
日
日
一
い
い
『
。
。
。
。
『
『
且
の
ロ
ロ
一
○
コ
⑫
：
○
国
：
』
・
］
の
『
②
．
シ
い
い
○
口
口
【
一
○
口
⑪
』
の
①
、
‐
Ｓ
ｍ
、
」
・
幻
８
．
瓜
・
◎
ョ
且
②
の
⑬
②
本
文
全
十
六

章
（
二
七
八
頁
）
、
「
補
遺
」
、
「
追
記
」
、
「
翻
保
」
、
「
付
録
」
か
ら
成
る
。

８



Ⅲ
非
公
認
ス
ト
と
労
働
協
約

労
働
協
約
の
問
題
が
一
九
六
○
年
代
の
労
使
関
係
の
混
迷
の
状
況
の
下
で
何
故
、
重
要
な
テ
ー
マ
と
し
て
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
し
た
か
を

幻
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
、
そ
の
背
景
を
概
観
し
て
お
こ
う
。

く加
イ
ギ
リ
ス
で
は
（
記
録
さ
れ
て
い
る
）
年
間
ス
ト
件
数
が
一
九
五
五
年
頃
か
ら
急
速
に
増
え
、
’
九
六
○
～
六
五
年
に
は
平
均
約
二
五

鰊
○
○
件
、
一
九
六
八
～
七
○
年
に
は
約
四
○
○
○
件
に
達
し
一
九
五
五
年
の
国
鉄
ス
ト
、
一
九
五
七
年
の
機
械
お
よ
び
造
船
ス
ト
、
’
九

紬
五
八
年
の
ロ
ン
ド
ン
の
バ
ス
ス
ト
、
’
九
五
九
年
の
印
刷
業
ス
ト
、
’
九
六
一
一
年
の
機
械
工
組
合
の
ス
ト
、
’
九
六
六
年
の
海
運
ス
ト
な

の榊
ど
全
国
的
規
模
の
ス
ト
ラ
イ
キ
が
続
発
し
、
世
界
で
有
数
の
「
ス
ト
王
国
」
と
な
っ
て
い
た
。

ｉ鋼
問
題
は
、
ド
ノ
ヴ
ァ
ン
委
員
会
が
注
目
し
た
よ
う
に
、
大
規
模
ス
ト
や
ス
ト
ラ
イ
キ
の
件
数
自
体
よ
り
も
、
組
合
が
正
式
に
関
与
し
な

収
い
職
場
単
位
の
ス
ト
あ
る
い
は
ス
ト
ラ
イ
キ
に
至
ら
な
い
争
議
行
為
が
急
増
し
た
こ
と
で
あ
っ
た
。
政
府
の
公
式
調
査
や
委
員
会
の
調
査

拝
の
結
果
「
作
業
停
止
の
圧
倒
的
多
数
’
約
九
五
％
Ｉ
は
、
非
公
認
ス
ト
で
あ
り
、
し
か
も
そ
の
大
部
分
に
お
い
て
、
組
合
は
公
式

に
は
認
否
を
鮮
明
に
せ
ず
、
ス
ト
終
結
後
に
ス
ト
手
当
を
支
給
さ
え
し
て
い
る
」
・
そ
し
て
非
公
認
詑
叫
に
は
、
組
合
と
使
用
者
で
締
結

ｒ

側
報
告
書
と
労
働
協
約
の
法
的
拘
束
力
の
取
扱
い

右
に
述
べ
た
よ
う
に
、
報
告
書
は
、
労
使
関
係
改
革
に
と
っ
て
労
働
協
約
が
重
要
な
問
題
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
、
そ
し
て
、
非
公
式

団
体
交
渉
Ⅱ
労
働
協
約
制
度
を
公
式
な
制
度
に
レ
ベ
ル
ア
ッ
プ
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
権
威
を
持
た
せ
る
こ
と
を
強
調
し
た
が
、
協
約
の
権

威
を
高
め
る
手
段
と
し
て
、
立
法
の
力
を
借
り
て
法
的
強
制
力
を
付
与
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
以
下
に
述
べ
る
理
由
か
ら
消
極
的
見
解

を
示
し
た
。

す
る
規
則
の
制
定
、
⑥
労
働
安
全
促
進
の
た
め
の
協
議
制
度
等
を
設
置
す
る
こ
と
で
あ
る
、
と
。

９



前
二
章
で
も
触
れ
た
よ
う
に
、
労
働
協
約
は
、
制
定
法
上
、
ど
の
よ
う
な
形
の
も
の
で
も
、
そ
れ
目
体
、
法
的
に
有
効
で
あ
る
が
、
労

働
協
約
に
定
め
る
手
続
を
無
視
し
て
組
合
ま
た
は
組
合
員
が
ス
ト
ラ
イ
キ
を
行
な
っ
た
場
合
に
、
相
手
方
あ
る
い
は
利
害
関
係
者
が
労
働

協
約
ま
た
は
契
約
違
反
を
理
巾
に
そ
の
履
行
や
損
害
賠
償
を
求
め
て
訴
訟
を
起
こ
す
こ
と
は
、
一
八
七
一
年
「
労
働
組
合
法
」
の
「
裁
判

所
は
労
働
組
合
（
使
用
者
団
体
も
そ
の
定
義
に
含
ま
れ
る
）
間
の
い
か
な
る
合
意
（
労
働
協
約
も
含
ま
れ
る
）
も
直
接
的
に
強
行
す
る
こ

と
が
で
き
な
い
」
と
の
定
め
（
第
四
条
）
に
よ
り
困
難
と
さ
れ
、
裁
判
所
は
、
し
ば
し
ば
同
法
を
根
拠
に
却
下
し
て
き
た
。
こ
れ
は
労
働

協
約
に
契
約
と
し
て
の
法
的
（
強
制
的
）
効
力
が
な
い
こ
と
を
意
味
す
る
。

多
く
の
全
国
単
位
の
労
働
協
約
に
は
、
労
使
の
合
意
に
よ
っ
て
、
協
約
期
間
中
の
ス
ト
ラ
イ
キ
を
自
制
す
る
平
和
義
務
条
項
や
ス
ト
手

続
等
に
つ
い
て
定
め
た
「
手
続
協
約
」
（
ご
『
・
・
の
目
『
の
ｐ
円
の
の
日
の
貝
と
呼
ば
れ
る
）
が
置
か
れ
て
い
た
が
、
組
合
ま
た
は
組
合
員
が
こ

の
手
続
を
踏
む
こ
と
な
く
、
あ
る
い
は
組
合
の
暗
黙
の
了
解
な
し
に
、
ま
た
は
統
制
力
の
事
実
上
の
欠
如
に
よ
っ
て
争
議
行
為
を
行
っ
た

場
合
の
制
裁
措
置
を
定
め
た
も
の
は
少
い
。
労
働
争
議
法
に
も
そ
の
よ
う
な
争
議
行
為
を
直
接
禁
止
し
た
り
、
当
事
者
た
る
組
合
、
組
合

役
員
、
ま
た
は
組
合
員
の
賠
償
責
任
を
問
う
規
定
が
な
い
。
そ
こ
で
、
使
用
者
サ
イ
ド
か
ら
は
、
（
産
業
別
の
）
労
働
組
合
と
使
用
者
団

体
間
で
締
結
さ
れ
た
労
働
協
約
の
平
和
義
務
や
手
続
規
定
を
適
用
し
て
「
違
法
な
」
争
議
行
為
の
差
止
め
を
求
め
る
の
が
唯
一
の
法
的
な

救
済
措
置
で
あ
っ
た
。
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
、
雇
主
側
が
救
済
を
裁
判
所
に
求
め
た
ケ
ー
ス
は
少
な
く
、
フ
ォ
ー
ド
紛
争
に
お
け
る
会
社
の

提
訴
は
、
「
例
外
的
」
現
象
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
組
合
員
を
含
め
て
労
働
者
や
一
般
社
会
の
人
々
の
中
に
は
、
そ
の
よ
う
な
状
態
を
放

さ
れ
た
協
約
に
定
め
る
手
続
を
無
視
し
て
行
わ
れ
た
も
の
が
圧
倒
的
に
多
い
こ
と
が
判
明
し
た
。

（
１
）
非
公
認
ス
ト
（
ロ
ゴ
ｏ
田
○
一
口
一
の
庁
１
穴
の
の
）
の
意
味
に
つ
い
て
は
幻
の
ｂ
ｏ
耳
（
』
弓
）
は
、
実
体
的
な
説
明
を
し
て
い
る
。
わ
が
国
の
労
働
法
に
お

い
て
通
常
、
使
用
さ
れ
て
い
る
「
統
制
違
反
の
ス
ト
」
と
は
若
干
ず
れ
が
あ
る
。
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｢イギリスツバ１Ｍ約の法的|<１束力」（２）

述労と法肋ド
Ｍべ勘そん的法太一
'|；て協のど事を学ノ
、いへ約数見（１：］W：に三
とる３の少らが’'１］お三
一０．９卜８．」－」っ〃ＩＬｎｎ、ノ

②
労
働
協
約
の
法
的
拘
束
力
を
め
ぐ
る
労
働
法
学
説
の
見
解

ド
ノ
ヴ
ァ
ン
委
員
会
が
設
立
さ
れ
た
一
九
六
五
年
当
時
の
時
点
に
お
い
て
、
イ
ギ
リ
ス
の
労
働
協
約
の
法
的
状
況
あ
る
い
は
（
そ
の
荊

極
的
性
格
か
ら
生
ず
る
）
法
的
問
翅
点
に
つ
い
て
の
労
働
法
学
者
の
見
解
は
一
般
に
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
か
。

一
九
三
一
一
一
年
に
ナ
チ
ス
ド
イ
ッ
か
ら
イ
ギ
リ
ス
に
劇
的
な
亡
命
を
し
、
三
五
年
か
ら
ロ
ン
ド
ン
大
学
、
六
四
年
か
ら
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー

ド
大
学
に
お
い
て
労
働
法
の
講
義
を
担
当
し
て
い
た
○
・
【
：
ロ
ー
句
Ｈ
の
§
Ｑ
挫
蝿
を
別
と
す
れ
ば
、
六
○
年
代
の
イ
ギ
リ
ス
に
は
ま
だ
労

肋
法
を
専
門
と
す
る
学
者
は
少
な
く
、
労
働
協
約
に
つ
い
て
の
モ
ノ
グ
ラ
ム
も
徹
か
で
あ
っ
た
。
一
九
六
八
年
の
フ
ォ
ー
ド
事
件
ま
で
は

法
的
事
件
が
少
な
い
こ
と
も
あ
っ
て
、
そ
の
著
作
に
お
い
て
ド
ノ
ヴ
ァ
ン
委
員
会
が
取
り
上
げ
た
よ
う
な
角
度
か
ら
の
ア
ブ
、
－
チ
は
ほ

世
す
る
こ
と
に
よ
り
、
ス
ト
の
被
害
を
受
け
る
こ
と
に
対
し
て
相
当
不
満
の
声
が
上
っ
て
き
て
お
り
、
委
員
会
と
し
て
も
そ
の
こ
と
は
、

（
１
）

十
分
に
訓
心
識
し
て
い
た
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。

（
１
）
例
え
ば
行
朽
な
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
同
・
三
一
ｍ
コ
ロ
ョ
は
、
一
九
六
一
年
に
「
三
百
ｓ
．
三
『
○
口
、
乏
皀
Ｓ
・
ロ
ゴ
一
○
コ
」
の
巾
で
労
働
組
合
を
「
脈

能
、
囚
興
的
で
妨
警
的
」
と
批
判
し
、
労
使
側
係
の
改
革
の
必
要
性
を
強
調
し
て
い
た
。
王
立
委
員
会
は
そ
の
彼
を
メ
ン
バ
ー
委
興
に
迎
え
入
れ
た

の
で
あ
っ
た
。

そ
の
数
少
な
い
半
打
の
一
人
で
あ
る
の
『
目
（
ｏ
丘
教
授
は
、
ド
ノ
ヴ
ァ
ン
委
員
会
に
証
人
と
し
て
州
か
れ
（
一
九
六
爪
。
十
二
。
一
二
）
、

労
働
協
約
の
法
的
問
題
を
中
心
に
証
言
し
、
さ
ま
ざ
ま
な
角
度
か
ら
の
質
問
に
答
え
て
労
働
法
学
背
と
し
て
の
見
解
を
要
旨
次
の
よ
う
に

（
２
）

１
と
ん
ど
見
ら
れ
な
か
っ
た
。

現
在
の
と
こ
ろ
、
「
労
働
協
約
は
法
的
に
拘
束
力
の
あ
る
契
約
で
は
な
い
」
と
い
う
の
が
、
定
説
と
ま
で
は
い
え
な
い
に
せ
よ
、
一
般
Ⅱ



第
二
の
理
山
は
、
立
法
に
よ
っ
て
協
約
有
効
期
間
中
の
ス
ト
ラ
イ
キ
を
禁
止
し
よ
う
と
す
れ
ば
、
糾
合
に
対
す
る
処
罰
が
必
要
と
な
る

が
、
そ
れ
に
は
労
使
が
そ
の
よ
う
な
拙
避
を
「
正
し
く
か
つ
妥
当
な
も
の
と
し
て
広
く
受
け
入
れ
る
こ
と
」
が
前
提
と
な
る
が
、
こ
の
こ

と
は
、
わ
が
労
使
関
係
の
当
事
者
で
あ
る
労
使
双
刀
の
「
深
く
根
づ
い
た
恩
考
様
式
」
（
Ｑ
⑩
の
□
々
，
『
。
。
［
８
冒
丘
一
筋
・
｛
［
ず
○
口
、
ロ
【
）
に

反
す
る
し
、
ま
た
、
そ
の
災
呪
の
た
め
の
特
別
の
機
柵
に
つ
い
て
も
、
労
使
が
こ
れ
を
受
け
入
れ
る
か
ど
う
か
疑
間
で
あ
る
。
労
働
協
約

の
履
行
の
た
め
の
法
的
制
裁
を
支
持
す
る
主
張
は
、
性
急
な
文
化
の
変
革
（
２
一
目
３
－
．
コ
目
、
の
）
を
求
め
る
も
の
で
あ
る
が
、
文
化
の

変
革
は
、
カ
タ
ク
リ
ズ
ム
（
大
変
助
）
な
し
に
行
わ
れ
る
こ
と
で
初
め
て
成
功
す
る
。
労
働
協
約
に
法
的
拘
束
力
を
付
与
す
る
こ
と
は
、

望
ま
し
い
と
は
思
わ
れ
る
が
、
そ
れ
は
漸
進
的
か
つ
経
験
的
に
進
め
る
べ
き
で
あ
る
。

の
日
員
の
一
口
の
右
の
所
説
は
、
特
に
立
法
推
進
派
の
委
員
か
ら
の
批
判
的
な
質
問
を
受
け
た
が
、
教
授
は
、
幻
○
ヶ
の
。
⑪
委
員
に
よ
る
、

協
約
を
法
的
拘
束
力
の
あ
る
契
約
と
す
る
こ
と
の
妓
大
の
問
題
は
む
し
ろ
、
「
何
の
た
め
に
そ
う
す
る
か
」
と
い
う
法
政
策
上
の
問
題

で
あ
る
。
そ
れ
が
イ
ギ
リ
ス
経
済
の
改
善
に
役
立
つ
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
、
証
人
と
し
て
は
、
二
つ
の
理
山
か
ら
賛
成
し
な
い
。
そ
の

第
一
の
理
山
は
、
協
約
に
法
的
拘
束
力
を
付
与
す
る
こ
と
が
必
ず
し
も
当
事
者
に
協
約
内
容
を
変
更
さ
せ
る
こ
と
を
意
味
せ
ず
、
従
っ
て

そ
れ
が
貼
価
訴
訟
に
よ
る
レ
ー
バ
ー
コ
ス
ト
の
削
減
や
、
公
認
・
非
公
認
ス
ト
の
抑
止
に
つ
な
が
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
一
刀
、
労
働
協

約
が
一
度
、
民
事
又
は
刑
事
制
裁
の
対
象
と
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
と
、
そ
れ
は
政
府
に
よ
る
労
使
関
係
操
作
の
道
具
と
さ
れ
か
ね
な
い
で

あ
ろ
う
。

的
な
考
え
方
で
あ
る
。
た
だ
し
、
労
働
協
約
を
法
的
に
拘
束
力
の
あ
る
契
約
と
す
る
こ
と
に
特
別
の
法
技
術
的
障
害
が
あ
る
わ
け
で
は
な

い
。
も
し
立
法
に
よ
り
協
約
に
法
的
拘
束
力
が
認
め
ら
れ
れ
ば
、
そ
の
内
容
が
個
個
の
組
合
貝
の
契
約
に
編
人
（
ご
８
「
ロ
・
『
日
の
）
さ
れ

る
こ
と
に
な
る
が
、
そ
れ
は
立
法
の
定
め
の
な
い
現
在
で
も
解
釈
上
、
明
示
ま
た
は
黙
示
の
条
項
と
し
て
推
定
さ
れ
る
か
ら
、
特
に
変
り

は
な
い
。
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｢イギリス労働協約の法的拘束力」（２）
協
約
の
拘
束
力
付
与
の
是
非
に
つ
い
て
の
質
問
に
対
し
、
一
般
論
と
し
て
肯
定
説
と
受
け
と
ら
れ
る
こ
と
を
恐
れ
、
聴
聞
後
、
「
補
論
」

を
提
出
し
て
反
対
の
立
場
に
立
つ
こ
と
を
確
認
し
て
Ｌ
塾
・

委
員
会
に
証
人
と
し
て
出
席
し
た
も
う
一
人
の
労
働
法
学
者
で
あ
る
幻
・
三
・
国
Ｑ
の
○
日
教
授
は
、
主
と
し
て
労
働
組
合
の
盗
録
問
題
に

つ
い
て
の
意
見
を
述
べ
た
が
、
終
り
に
議
長
か
ら
労
働
協
約
の
立
法
に
よ
る
「
契
約
化
」
に
つ
い
て
の
意
見
を
求
め
ら
れ
、
ほ
ぼ

（
５
）

○
日
ロ
命
の
］
Ｑ
教
授
と
同
旨
の
理
由
に
よ
り
反
対
し
て
い
る
。

（
１
）
【
ロ
コ
コ
’
可
「
の
目
。
教
授
は
、
す
で
に
こ
の
時
点
に
お
い
て
『
。
【
の
『
日
ｏ
５
Ｏ
ｏ
。
「
一
一
・
厨
四
目
岳
の
『
「
の
①
己
の
曰
の
貝
］
①
段
お
よ
び
ト
ロ
ワ
。
こ
「

一
ｍ
三
・
』
①
＄
の
中
で
、
イ
ギ
リ
ス
に
お
い
て
労
働
協
約
に
特
別
の
法
的
考
課
を
付
与
す
る
立
法
の
な
い
こ
と
を
「
法
の
自
己
抑
制
」
｝
の
恩
］

８
冊
員
】
⑩
日
な
い
し
「
集
団
的
目
川
放
認
」
８
－
－
円
（
】
ぐ
の
』
四
冊
の
齢
，
「
回
一
「
の
の
理
念
に
蕊
づ
く
も
の
と
し
て
高
く
評
価
し
て
い
た
。

（
２
）
例
え
ば
、
Ｑ
【
１
口
の
．
⑫
曰
『
且
の
ロ
ゴ
一
○
コ
Ｅ
三
②
ａ
８
．
］
の
①
『
・
【
・
二
・
三
の
目
の
『
ｇ
日
日
汀
⑦
三
○
『
【
の
『
：
□
［
。
の
Ｆ
の
三
．
』
⑫
戸
，
８
．

一
℃
３
．
○
豈
国
一
○
『
目
符
一
・
・
三
８
の
『
ロ
『
『
且
の
ロ
三
・
コ
匠
員
ら
の
①
な
ど
当
時
の
代
表
的
普
作
は
、
単
に
労
働
協
約
の
鮫
判
所
に
よ
る
の
。
（
・
円
の
・

ョ
の
日
は
一
八
七
一
年
法
に
よ
り
認
め
ら
れ
な
い
、
と
述
べ
て
い
る
だ
け
で
、
そ
の
法
的
問
題
点
に
は
及
ん
で
い
な
い
。
た
だ
「
保
守
系
法
学
会
風

と
労
働
組
合
の
会
」
に
よ
る
シ
Ｑ
：
厨
の
［
『
の
局
【
。
。
’
の
、
②
は
、
現
行
法
制
を
批
判
し
、
労
働
組
合
か
ら
の
個
人
の
保
護
を
訴
え
て
い
た
。

（
３
）
三
国
貝
の
②
。
【
向
く
一
：
。
８
．
局
ロ
ロ
・
台
ム
ム
、
、

（
４
）
⑫
Ｅ
ｂ
ｂ
－
⑮
ョ
の
。
Ｂ
『
］
Ｚ
。
【
の
⑭
広
▽
且
［
（
８
ｍ
〔
〔
の
『
Ｑ
く
】
ロ
ｍ
ｏ
３
－
向
く
】
Ｑ
の
ロ
８
．
富
】
口
巨
［
の
⑪
。
『
向
く
国
①
ｐ
８
ｂ
ｂ
・
色
の
▲
日

（
５
）
冨
冒
Ｅ
Ｃ
⑫
。
『
向
く
丘
の
ロ
８
』
、
勺
・
、
。

③
報
告
書
の
結
論
ｌ
多
数
意
見

以
上
で
見
た
背
景
事
情
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
ド
ノ
ヴ
ァ
ン
委
員
会
が
と
り
上
げ
、
議
論
の
対
象
と
し
た
労
働
協
約
の
立
法
問
題
は
、

イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
労
働
協
約
の
「
法
体
系
の
不
備
」
と
い
っ
た
一
般
論
的
な
も
の
で
は
な
く
、
当
面
焦
眉
の
急
と
な
っ
て
い
る
非
公
認
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ス
ト
に
対
し
、
労
働
協
約
に
お
い
て
当
事
者
が
定
め
て
い
る
争
議
手
続
協
定
を
有
効
に
働
か
せ
る
た
め
の
立
法
的
強
制
措
置
の
当
否
と
い

う
こ
と
で
あ
っ
た
。
少
な
く
と
も
同
委
員
会
に
期
待
さ
れ
た
「
政
治
的
」
圧
力
は
そ
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
そ
れ
は
、
一
面

で
は
、
非
公
認
ス
ト
の
適
法
性
や
協
約
の
平
和
義
務
違
反
の
争
議
行
為
の
適
法
性
と
い
う
争
議
行
為
法
に
関
連
し
、
一
面
で
は
、
労
働
組

合
の
内
部
統
制
と
い
う
組
織
的
問
題
に
関
述
す
る
。
こ
う
し
て
同
委
員
会
は
、
集
団
的
労
使
関
係
に
お
け
る
法
的
規
制
（
］
の
恩
｝
⑪
§
Ｃ
‐

：
ロ
）
と
い
う
イ
ギ
リ
ス
に
お
い
て
最
も
論
議
の
あ
る
問
題
に
正
面
か
ら
と
り
組
ま
ざ
る
を
得
な
い
立
場
に
置
か
れ
た
。

報
告
書
は
、
第
七
章
で
ス
ト
ラ
イ
キ
そ
の
他
の
争
議
行
為
を
、
第
八
章
で
労
働
協
約
の
法
的
履
行
（
の
ロ
【
・
「
・
の
日
の
貝
）
及
び
制
裁

（
い
：
２
○
コ
）
の
問
題
を
扱
っ
て
い
る
。
第
七
章
は
争
議
行
為
上
の
問
題
を
大
規
模
の
公
認
ス
ト
と
小
規
模
の
非
公
認
ス
ト
の
二
つ
の
ケ
ー

ス
に
分
け
、
現
下
の
問
題
は
、
む
し
ろ
後
者
の
ほ
う
に
あ
る
と
し
、
小
規
模
の
非
公
認
ス
ト
に
つ
い
て
は
、
そ
の
主
た
る
原
因
が
職
場
単

位
の
個
人
的
紛
争
を
解
決
す
る
手
続
の
不
備
に
あ
る
と
の
分
析
に
立
っ
て
、
一
つ
に
は
団
体
交
渉
シ
ス
テ
ム
の
「
改
革
」
に
よ
り
、
一
つ

に
は
個
人
的
紛
争
解
決
の
た
め
の
法
的
機
構
の
効
率
的
運
用
を
通
じ
て
解
決
す
べ
き
だ
と
す
る
。

報
告
書
の
こ
の
取
り
上
げ
方
か
ら
み
る
と
、
委
員
会
は
、
今
起
こ
っ
て
い
る
問
趣
も
、
イ
ギ
リ
ス
の
労
使
関
係
全
体
に
か
か
わ
る
、
従
っ

て
争
議
行
為
法
そ
れ
自
体
の
変
更
を
要
す
る
ほ
ど
の
も
の
で
は
な
く
、
小
規
模
の
非
公
認
ス
ト
に
見
ら
れ
る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
不

足
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
立
法
に
よ
る
よ
り
は
組
織
の
改
革
に
よ
り
解
決
す
べ
き
問
題
と
み
た
よ
う
で
あ
る
。

第
八
章
は
、
非
公
認
ス
ト
に
対
す
る
、
全
国
的
労
働
協
約
の
争
議
手
続
協
定
が
十
分
機
能
し
て
い
る
か
ど
う
か
、
機
能
し
て
い
な
け
れ

ば
、
立
法
措
置
に
よ
っ
て
協
約
の
裁
判
所
に
よ
る
履
行
を
は
か
る
制
度
を
導
入
す
る
こ
と
が
適
当
か
ど
う
か
を
論
じ
て
い
る
。

本
章
は
宍
ロ
ゴ
。
－
句
『
の
仁
且
委
員
の
起
草
に
か
か
る
と
い
抱
池
、
そ
の
全
体
の
雅
調
、
論
旨
に
お
い
て
、
彼
の
碓
凹
と
し
た
労
使
関
係
ｌ

法
価
値
観
が
色
濃
く
に
じ
み
出
て
い
る
。
そ
れ
だ
け
に
、
結
論
を
川
す
に
当
っ
て
賛
否
の
両
論
が
出
て
、
５
日
宛
○
ヶ
の
。
⑪
と
○
・

℃
。
］
一
・
○
六
両
委
員
は
多
数
意
見
の
一
部
に
対
し
、
後
記
の
反
対
（
ロ
⑫
⑪
の
貝
）
意
見
を
述
べ
た
。
Ｃ
○
コ
。
く
目
委
員
長
も
、
多
数
意
見
に
無



ｊ
Ⅶ
多
数
意
見
の
労
働
協
約
立
法
化
に
つ
い
て
の
意
見

２Ⅸ
報
止
口
書
第
八
章
本
文
（
勺
口
『
二
ｍ
の
１
ｍ
］
の
）
は
、
①
問
題
の
所
在
（
ｚ
⑪
白
『
の
。
｛
【
。
①
勺
『
○
ヶ
一
⑮
日
）
、
②
労
働
協
約
と
法
（
○
○
］
一
の
。
［
｝
ぐ
の

力味
シ
円
の
の
ョ
の
ロ
［
口
且
［
す
の
ト
ロ
ミ
）
、
③
病
弊
の
根
源
（
”
。
。
［
。
［
島
の
向
く
｝
」
）
、
④
法
的
制
裁
の
問
題
（
勺
【
ｏ
ｏ
｝
の
日
・
命
の
ロ
ゴ
Ｃ
感
・
口
）
、
⑤

ｈ紬
結
論
（
○
○
口
・
』
ロ
⑭
一
・
コ
）
の
部
か
ら
成
る
。
そ
の
要
旨
は
、
末
尾
の
第
十
九
章
の
ロ
日
日
口
ｑ
に
お
い
て
要
約
さ
れ
て
い
る
（
勺
閂

〃繩
】
○
ｍ
の
ｌ
Ｓ
ｍ
ｍ
）
。
多
数
意
見
は
次
の
よ
う
に
い
う
。

州
Ｈ
報
告
課
は
、
ま
ず
委
員
会
が
解
決
を
求
め
ら
れ
て
い
る
立
法
の
中
心
的
課
題
と
し
て
、
「
わ
れ
わ
れ
の
前
に
提
示
さ
れ
て
い
る
立

労
法
案
は
、
果
た
し
て
わ
が
国
の
労
使
関
係
シ
ス
テ
ム
の
改
赦
に
役
立
つ
か
、
そ
れ
と
も
妨
げ
に
な
る
か
」
を
問
う
。
（
勺
日
一
ｍ
の
）
。

スリ

そ
し
て
、
法
律
に
よ
っ
て
労
使
関
係
を
規
制
す
る
｝
」
と
の
是
非
に
つ
い
て
、
「
わ
れ
わ
れ
は
、
前
に
（
第
四
章
）
、
労
働
協
約
を
一
肱
川

ギイｒ
省
に
盗
録
さ
せ
る
新
た
な
「
労
使
関
係
法
」
を
提
案
し
た
よ
う
に
、
そ
の
範
Ⅶ
に
お
い
て
、
労
使
関
係
改
薙
の
た
め
の
立
法
措
世
が

力
の
付
与
を
主
根
し
た
。

（
２
）

条
件
に
賛
成
し
た
の
で
は
な
く
、
「
全
員
一
致
の
た
め
の
洲
終
者
と
し
て
」
結
論
を
支
持
し
た
。
の
ワ
・
ロ
［
］
の
］
Ｑ
委
員
は
、
多
数
怠
見
の
雅

調
そ
の
も
の
に
批
判
的
で
、
労
使
関
係
改
革
の
た
め
の
よ
り
獄
極
的
な
案
を
提
起
し
、
労
働
協
約
に
つ
い
て
も
、
立
法
に
よ
る
法
的
拘
束

（
１
）
○
一
の
ぬ
い
。
（
［
。
【
ロ
コ
コ
－
句
『
の
ロ
ゴ
。
Ｐ
コ
ロ
ロ
ユ
ニ
い
づ
旨
。
こ
い
【
ユ
ロ
］
幻
の
一
回
（
一
○
コ
⑫
。
ご
炉
。
『
Ｑ
ど
く
の
。
。
の
『
ケ
ロ
『
ロ
・
炉
の
蚕
「
一
⑫
ロ
ロ
「
六
・
Ｆ
、
。
。
ｐ
『
ト
ロ
三

ｍ
ロ
ロ
旨
Ｑ
こ
の
［
ユ
ロ
］
宛
の
旨
［
一
○
コ
い
、
巳
一
。
ご
ｍ
ｏ
ｐ
〆
Ｐ
ご
ロ
ー
句
『
の
ロ
ゴ
。
』
①
⑪
い
わ
・
⑭
Ｐ

（
２
）
シ
ロ
ロ
の
コ
ロ
ロ
ヨ
ワ
望
Ｆ
ｏ
ａ
Ｃ
ｏ
ｐ
Ｃ
く
い
ロ
・
幻
の
ロ
。
「
［
い
『
①

以
下
に
、
労
働
協
約
の
法
的
拘
束
力
の
付
与
を
め
ぐ
る
立
法
化
に
つ
い
て
の
報
告
書
の
多
数
意
見
と
少
数
意
見
の
論
拠
を
検
討
し
て
み

ワ
Ｃ
Ｏ
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側
報
告
書
は
い
う
。
イ
ギ
リ
ス
に
お
い
て
は
労
働
協
約
、
あ
る
い
は
平
和
披
務
を
定
め
た
手
続
条
馴
に
契
約
と
し
て
の
効
力
が
認
め

ら
れ
て
い
な
い
が
、
そ
れ
は
、
立
法
が
「
労
働
協
約
を
契
約
で
は
な
い
」
と
疋
め
て
い
る
か
ら
で
は
な
い
。
法
は
ど
ち
ら
と
も
い
っ

て
い
な
い
。
ま
た
契
約
当
事
者
が
常
に
そ
れ
に
契
約
と
し
て
の
効
力
を
付
与
し
な
い
と
明
示
し
て
い
る
わ
け
で
も
な
い
。
確
か
に
一

八
七
一
年
労
働
組
合
法
は
、
奴
判
所
が
【
日
ロ
の
目
一
○
コ
間
の
協
約
を
直
接
強
行
す
る
こ
と
を
禁
じ
て
は
い
る
け
れ
ど
も
、
協
約
当

事
者
は
、
同
法
の
下
で
も
協
約
の
意
味
に
関
す
る
確
認
判
決
を
求
め
る
な
ど
の
方
法
で
こ
れ
を
間
接
的
に
強
行
す
る
こ
と
が
で
き
る

し
、
ま
た
、
個
々
の
使
用
者
や
組
合
も
協
約
の
定
め
が
編
入
さ
れ
た
雇
用
契
約
に
相
手
方
が
違
反
し
た
こ
と
を
理
由
に
裁
判
所
に
救

必
要
と
い
う
考
え
方
を
受
入
れ
る
」
。
（
勺
日
囲
の
）
と
い
う
。

こ
れ
は
、
委
員
会
と
し
て
は
、
委
貝
の
中
に
【
：
ロ
ー
句
『
の
目
口
を
初
め
、
労
使
関
係
に
対
す
る
法
的
規
制
に
対
し
、
］
の
、
ロ
ー

ｇ
⑫
⑦
目
○
口
目
あ
る
い
は
自
由
放
任
主
義
の
立
場
か
ら
消
極
的
だ
と
世
間
が
み
な
す
者
が
含
ま
れ
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
、
規
制
立
法

に
肢
初
か
ら
厳
し
く
反
対
の
立
場
を
表
明
し
て
い
た
Ｔ
Ｕ
Ｃ
等
労
伽
組
合
サ
イ
ド
と
は
巡
っ
て
、
あ
く
ま
で
「
客
観
的
」
立
場
に
立

つ
こ
と
を
鮮
川
に
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

口
報
告
書
は
、
「
ス
ト
ラ
イ
キ
の
九
五
％
を
占
め
る
」
非
公
認
ス
ト
は
、
イ
ギ
リ
ス
特
有
の
争
議
形
態
で
あ
り
、
ま
た
そ
れ
に
は
相

当
の
理
川
が
あ
る
か
ら
、
労
働
協
約
に
対
し
一
般
的
に
法
的
拘
束
力
を
も
た
せ
て
い
る
諸
外
側
の
扶
制
皮
は
適
切
で
な
い
、
と
し
て

導
入
論
叩
け
て
い
る
（
厄
日
心
ｇ
）
。

口
報
告
書
は
、
立
法
に
よ
っ
て
労
働
協
約
に
法
的
拘
束
力
を
持
た
せ
る
べ
き
だ
と
い
う
提
案
に
反
対
す
る
理
由
と
し
て
、
イ
ギ
リ
ス

特
有
の
「
二
蚊
の
」
団
体
交
渉
制
度
、
非
公
認
ス
ト
の
柵
造
、
イ
ギ
リ
ス
労
働
協
約
法
の
伝
統
的
な
考
え
刀
、
当
邪
打
で
あ
る
労
働

組
合
お
よ
び
使
川
打
の
考
え
刀
、
お
よ
び
立
法
で
協
約
に
扶
的
拘
束
力
を
与
え
る
こ
と
の
デ
メ
リ
ッ
ト
を
挙
げ
て
い
る
（
Ｆ
『

一
ｍ
ｍ
ｊ
く
い
「
心
）
。
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｢イギリス労働協約の法的|ｲﾘ來力」（２）

労
働
協
約
に
法
的
拘
束
力
を
持
た
せ
る
と
い
う
意
思
が
当
事
者
に
欠
け
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
イ
ギ
リ
ス
の
労
使
関
係
の
柵
造

に
深
く
根
差
し
た
特
色
で
あ
っ
て
、
そ
こ
で
は
協
約
当
事
者
は
、
そ
の
合
意
の
効
果
を
通
常
の
商
取
引
の
契
約
と
同
じ
よ
う
に
期
待

し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
ま
た
労
働
協
約
の
迎
川
の
過
程
に
お
い
て
、
そ
の
内
容
に
関
し
当
事
者
間
に
お
い
て
砿
要
な
解
釈
の
迷

い
が
出
て
き
た
場
合
に
は
、
彼
ら
は
そ
の
見
解
の
対
立
を
特
に
意
識
す
る
こ
と
な
く
（
す
□
の
『
８
℃
陣
ワ
ー
］
）
、
協
約
自
体
の
改
正
と

い
う
形
で
解
決
し
よ
う
と
す
る
。
こ
の
こ
と
を
産
業
別
の
全
国
協
約
の
場
合
で
み
る
と
、
協
約
の
解
釈
上
の
争
い
は
、
労
働
組
合
と

使
用
者
団
体
間
の
協
議
、
決
議
（
『
の
ｍ
・
一
目
。
。
）
あ
る
い
は
決
定
（
・
の
Ｑ
巴
・
ロ
）
と
い
っ
た
可
変
的
な
意
思
（
ぐ
目
：
］
の
９
房

目
］
］
）
に
従
っ
て
解
決
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
交
渉
（
ｇ
『
ぬ
日
ロ
）
は
、
契
約
法
（
一
四
コ
・
｛
８
日
日
。
【
）
に
お
け
る
取
引
の
カ
テ
ゴ
リ
ー

と
は
別
も
の
で
あ
る
（
勺
貝
合
］
）
と
。

一
方
、
職
場
又
は
工
場
単
位
で
行
な
わ
れ
る
団
体
交
渉
（
第
二
章
）
は
、
法
的
観
点
か
ら
み
る
と
、
特
に
労
働
者
側
の
当
事
者

（
日
『
ご
）
が
何
び
と
で
あ
る
か
を
確
認
す
る
こ
と
が
難
し
い
と
い
う
意
味
に
お
い
て
部
分
的
（
【
３
ｍ
ｇ
の
。
（
日
）
で
あ
り
、
ま
た
、

そ
の
合
意
（
四
ｍ
『
の
①
日
①
貝
）
の
内
容
を
法
廷
で
立
証
す
る
こ
と
が
難
し
い
と
い
う
意
味
に
お
い
て
イ
ン
フ
ォ
ー
マ
ル
（
ご
ざ
『
日
口
］
）

済
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、
こ
の
種
の
訴
え
が
こ
れ
ま
で
稀
に
し
か
な
か
っ
た
の
は
、
何
よ
り
も
労
使
の
当
事
者
が
そ

う
い
う
手
段
を
と
ろ
う
と
し
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
、
と
。
（
厄
日
合
］
）
。

確
か
に
、
労
働
協
約
に
基
づ
い
て
当
事
者
が
裁
判
所
に
訴
え
を
起
こ
す
意
思
の
な
い
事
実
か
ら
「
労
働
協
約
は
法
的
に
強
行
さ
れ

る
契
約
で
は
な
い
」
と
椎
認
す
る
（
当
事
者
）
意
思
主
体
説
は
、
イ
ギ
リ
ス
法
曹
の
独
自
の
法
理
論
で
あ
り
、
前
記
の
よ
う
に
、
当

時
の
（
現
在
で
も
）
多
く
の
労
働
法
学
者
の
通
説
的
見
解
で
あ
っ
た
。
報
告
書
は
、
さ
ら
に
そ
の
補
強
と
し
て
、
そ
の
よ
う
な
労
使

の
意
思
が
、
イ
ギ
リ
ス
の
労
使
関
係
に
由
来
し
て
い
る
こ
と
を
、
社
会
学
的
（
の
Ｃ
ａ
Ｏ
い
・
８
－
）
方
法
論
を
用
い
て
、
次
の
よ
う
に
説

の
意
思
が
、
〃

明
し
て
Ｌ
麩
。
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⑤
現
行
の
労
働
協
約
ま
た
は
手
続
協
約
を
「
法
的
」
契
約
に
変
更
さ
せ
る
こ
と
は
、
法
律
に
よ
っ
て
当
事
者
の
意
思
に
反
し
て
交
渉

内
容
に
つ
い
て
の
法
的
強
制
（
ご
『
８
ｏ
ご
回
ゴ
）
を
科
す
こ
と
を
意
味
す
る
。
し
か
し
こ
の
よ
う
な
試
み
は
、
イ
ギ
リ
ス
で
は
先
例

の
な
い
こ
と
で
あ
り
、
契
約
法
に
関
す
る
コ
モ
ン
ロ
ー
の
原
則
に
全
面
的
に
抵
触
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
労
使
関
係
の
伝
統
を
傷

つ
け
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
（
勺
貝
合
』
）
。
報
告
書
は
こ
う
論
じ
て
、
法
的
観
点
か
ら
み
て
立
法
に
よ
る
労
働
協
約
の
法
的
強

制
力
の
付
与
（
の
。
｛
。
『
８
日
の
貝
）
に
は
賛
成
し
え
な
い
と
す
る
。

で
あ
る
。
こ
う
し
て
、
労
働
協
約
が
締
結
さ
れ
た
時
点
に
お
け
る
当
事
者
の
「
合
意
」
な
る
も
の
は
、
そ
の
大
部
分
が
、
法
的
意
味

に
お
い
て
は
、
「
内
容
が
あ
ま
り
に
も
不
確
か
」
の
ゆ
え
に
「
無
効
」
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
し
か
も
、
両
者
（
藤
業
別
の
協
約
と
職

場
別
の
協
約
）
は
、
し
ば
し
ば
密
接
に
交
錯
し
て
お
り
、
い
ず
れ
か
一
方
だ
け
を
強
行
す
れ
ば
、
他
方
の
効
果
を
台
な
し
に
し
て
し

ま
う
と
い
う
関
係
に
立
つ
。
こ
の
よ
う
に
、
命
。
『
ヨ
ロ
ー
日
｛
。
『
曰
口
一
な
合
意
と
槻
行
（
目
⑪
（
・
ョ
目
Ｑ
ｂ
３
８
８
）
を
横
み
亜
ね
た

〃
パ
ッ
チ
ワ
ー
ク
“
と
も
い
う
べ
き
労
働
協
約
の
合
意
の
「
強
行
」
（
の
□
ず
ｎ
８
日
の
日
）
を
求
め
ら
れ
て
も
、
蛾
判
所
と
し
て
は
、

、
、
、

そ
の
も
つ
れ
を
ほ
ど
く
｝
」
と
が
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
、
と
報
告
書
は
比
嶮
的
に
説
明
す
る
（
勺
口
『
台
画
）
。

以
上
の
こ
と
は
、
「
手
続
協
約
」
に
つ
い
て
も
妥
当
す
る
。
そ
れ
は
文
言
か
ら
し
て
当
事
者
が
法
的
に
強
行
す
る
と
い
う
意
思
を

示
し
て
お
ら
ず
、
も
し
法
的
に
強
行
で
き
る
よ
う
に
す
る
に
は
、
協
約
の
文
言
を
書
き
改
め
る
必
要
が
あ
る
。
手
続
協
約
に
関
す
る

委
員
会
の
調
査
（
六
一
～
六
四
）
で
は
、
例
え
ば
機
械
お
よ
び
建
築
産
業
の
協
約
に
は
紛
争
の
場
合
の
最
終
決
定
に
つ
い
て
定
め
が

見
ら
れ
な
い
な
ど
、
紛
争
手
続
、
法
的
意
味
で
の
「
平
和
（
Ｃ
８
８
）
義
務
、
ま
た
は
争
議
行
為
に
訴
え
な
い
（
ロ
。
⑪
ａ
穴
の
．
□
。

」
：
六
○
日
）
義
務
」
の
意
思
を
明
示
し
た
も
の
は
少
い
（
勺
日
さ
い
）
。

（
１
）
こ
の
部
分
に
は
四
・
シ
・
ロ
の
、
、
委
員
や
シ
・
国
口
且
⑪
『
“
ら
を
中
心
と
す
る
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
学
派
の
労
使
関
係
論
の
考
え
方
が
反
映
さ
れ
て

い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
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｢イギリス労働協約の法的拘束ﾌﾞﾉ」（２）

と
こ
こ
で
報
告
書
は
、
少
し
刀
向
を
転
じ
、
立
法
に
よ
っ
て
協
約
に
法
的
強
制
力
を
付
与
し
た
場
合
に
当
然
、
要
請
さ
れ
る
法
的
制

裁
（
の
：
２
．
コ
）
の
問
題
を
と
り
あ
げ
る
。
す
な
わ
ち
、
非
公
認
ス
ト
防
止
の
た
め
に
労
働
協
約
に
契
約
と
し
て
の
効
果
を
付
与
す

る
案
は
、
こ
れ
に
参
加
し
た
労
働
組
合
ま
た
は
組
合
員
に
対
す
る
何
ら
か
の
処
罰
を
予
定
す
る
こ
と
に
な
る
が
、
そ
う
な
る
と
、
労

使
関
係
に
対
す
る
法
の
強
制
と
い
う
、
よ
り
広
い
側
面
か
ら
の
問
題
に
発
展
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
も
ち
ろ
ん
、
労
使
関
係
に
お
い
て

も
法
的
制
裁
が
必
要
な
場
合
は
あ
り
う
る
が
、
非
公
認
ス
ト
の
抑
制
の
た
め
に
協
約
に
も
と
づ
く
制
裁
を
用
い
る
こ
と
に
は
疑
問
が

㈹
報
告
書
は
続
い
て
、
非
公
式
の
ス
ト
の
頻
発
と
い
う
「
病
弊
」
の
根
源
（
屡
幻
。
。
【
・
〔
島
の
向
く
》
一
葛
）
は
、
職
場
交
渉
組
織
に
、
迅

速
、
明
確
、
か
つ
効
果
的
な
紛
争
手
続
が
欠
け
て
い
る
こ
と
に
あ
る
と
し
、
こ
の
欠
陥
が
匡
正
さ
れ
な
い
限
り
、
手
続
協
約
に
法
的

効
果
を
付
与
す
る
試
み
は
失
敗
の
外
は
な
い
、
と
し
て
、
団
体
交
渉
シ
ス
テ
ム
の
改
革
こ
そ
が
優
先
さ
れ
る
べ
き
こ
と
を
強
調
し
て

一
般
に
、
労
働
協
約
に
契
約
と
し
て
の
効
果
を
付
与
す
る
こ
と
は
、
直
ち
に
協
約
当
事
者
で
あ
る
労
働
組
合
や
そ
の
組
合
員
に
対

す
る
法
的
制
裁
を
伴
う
わ
け
で
は
な
い
が
、
報
告
謀
は
、
委
員
会
の
調
査
や
聴
聞
を
通
じ
て
関
係
団
体
あ
る
い
は
個
人
の
意
見
の
中

に
は
非
公
認
ス
ト
に
参
加
し
た
組
合
や
組
合
員
に
対
す
る
法
的
制
哉
を
支
持
す
る
も
の
が
か
な
り
あ
る
こ
と
を
把
握
し
て
い
た
こ
と

も
あ
っ
て
、
協
約
の
契
約
と
し
て
の
効
力
の
問
題
と
法
的
制
度
の
問
題
を
相
関
的
な
問
題
と
し
て
と
り
上
げ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

労
働
協
約
の
「
平
和
義
務
」
義
務
違
反
に
対
す
る
法
的
効
果
の
問
迦
は
、
争
議
権
の
保
池
に
関
逃
し
て
ど
こ
の
国
に
お
い
て
も
労

働
法
学
上
、
意
見
の
対
立
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
と
り
わ
け
、
他
国
と
違
っ
て
労
働
協
約
に
つ
い
て
一
般
的
立
法
の
定
め
が
な
い
ば

か
り
で
な
く
、
協
約
の
履
行
に
関
す
る
当
事
者
間
の
訴
訟
を
窓
口
で
封
じ
て
い
る
イ
ギ
リ
ス
の
場
合
に
は
、
労
働
協
約
の
（
「
平
和

義
務
」
）
違
反
の
争
議
行
為
だ
け
に
つ
い
て
法
的
措
置
を
導
入
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
は
、
特
に
難
し
い
法
理
論
上
の
問
題
が
あ
る
。

あ
る
と
す
る
。

い
る
（
勺
ロ
『
←
『
、
）
○
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そ
こ
で
、
報
告
書
の
こ
の
部
分
（
で
口
『
一
コ
－
ｓ
の
）
に
関
す
る
説
示
は
、
す
ぐ
れ
て
「
法
理
論
」
的
で
あ
り
、
専
門
外
の
人
に
は

皿
解
し
難
い
。
ま
た
、
そ
れ
だ
け
に
、
委
員
会
の
中
で
も
相
当
議
論
が
あ
っ
た
よ
う
で
あ
り
、
報
告
啓
は
、
そ
の
こ
と
を
率
直
に
明

ら
か
に
し
つ
つ
も
、
委
員
会
（
多
数
意
見
）
と
し
て
は
、
立
法
に
よ
っ
て
法
的
制
裁
措
置
を
導
入
す
る
方
法
は
当
面
の
非
公
認
ス
ト

の
対
策
と
し
て
は
肢
優
先
的
な
手
段
（
ロ
同
旨
回
目
日
の
目
②
）
と
は
認
め
ら
れ
な
い
、
と
い
う
結
論
に
達
し
た
。

㈹
以
上
が
、
報
告
書
の
労
働
協
約
の
法
的
の
。
〔
・
『
８
日
の
日
の
主
張
に
反
対
す
る
皿
川
で
あ
る
。
報
告
譜
は
、
「
わ
れ
わ
れ
の
提
案
す

る
川
休
交
渉
改
革
の
効
果
は
、
非
公
認
ス
ト
を
消
滅
さ
せ
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
し
て
も
、
人
偏
に
減
少
さ
せ
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ

は
や
が
て
法
的
制
裁
が
不
当
で
も
狐
樅
で
も
な
い
環
境
を
創
設
す
る
こ
と
を
可
能
に
す
る
で
あ
ろ
う
。
何
故
な
ら
、
そ
の
時
点
で
は
、

紛
争
手
続
が
充
足
さ
れ
、
ま
た
川
尚
価
又
は
悪
意
に
よ
る
手
続
き
違
反
の
紛
争
に
対
す
る
法
的
処
刑
が
正
当
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。

法
的
鯏
蛾
が
必
要
と
さ
れ
る
場
合
ｌ
そ
う
い
う
事
態
は
現
在
の
と
こ
ろ
予
測
で
き
芯
い
が
ｌ
に
も
、
そ
れ
は
そ
の
梛
皮
の
も
の

（
巳
迂
８
）
で
あ
る
べ
き
で
あ
り
、
ま
た
そ
の
し
細
み
は
、
例
外
的
な
ケ
ー
ス
に
応
じ
た
緊
急
措
悩
と
し
て
、
か
つ
労
使
の
当
取
者

お
よ
び
「
労
使
委
員
会
」
旨
Ｑ
５
ａ
四
一
幻
の
一
口
［
一
・
コ
の
８
日
目
⑭
巴
・
ロ
に
諮
っ
た
後
、
適
川
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
右
委
員
会
は
、
問

題
を
弥
使
関
係
一
般
、
特
に
紛
争
手
続
の
改
革
を
進
め
る
と
い
う
見
地
に
立
っ
て
、
紛
争
手
続
協
約
の
収
行
に
関
す
る
立
炊
が
緊
急

に
必
要
と
さ
れ
て
い
る
か
ど
う
か
に
つ
き
、
ま
た
立
法
制
定
後
は
、
例
外
的
措
置
の
適
川
の
可
否
に
つ
き
一
雁
川
省
に
勧
告
す
る
椛
限

を
も
つ
べ
き
だ
と
し
て
い
る
。
（
Ｆ
『
Ｓ
ｍ
、
）
」
と
い
う
。

結
局
、
報
告
書
は
、
労
働
協
約
に
法
的
効
果
を
も
た
せ
る
新
立
法
の
提
案
に
対
し
て
は
、
「
現
時
点
に
お
い
て
は
」
有
効
と
は
思

わ
れ
ず
、
む
し
ろ
「
団
体
交
渉
シ
ス
テ
ム
の
改
革
」
が
優
先
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
し
、
法
的
制
奴
に
つ
い
て
も
、
将
来
に
お
い
て

そ
の
提
案
す
る
労
使
関
係
の
改
球
後
に
、
そ
れ
も
必
要
簸
小
限
で
、
か
つ
ぐ
○
一
口
目
日
旦
な
労
使
間
の
制
度
を
「
法
が
支
援
す
る
」

（
１
）

と
い
う
性
絡
の
も
の
と
し
て
認
め
ら
れ
る
べ
き
だ
と
し
た
。
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川
多
数
意
見
に
対
す
る
反
対
意
見

⑥
幻
・
ワ
ｇ
⑫
》
勺
・
］
一
・
．
穴
委
員
の
意
見

報
告
書
は
、
労
働
協
約
の
立
法
化
に
つ
い
て
手
続
協
約
に
関
す
る
”
８
の
ロ
の
お
よ
び
勺
・
］
］
○
○
【
両
委
員
の
反
対
漣
駆
（
要
旨
）
の
を
付

記
し
て
い
る
。
彼
ら
は
、
手
続
条
項
の
作
成
に
つ
い
て
「
当
事
者
の
一
致
が
得
ら
れ
な
い
場
合
に
は
、
労
使
関
係
委
員
会
（
Ｉ
Ｒ
Ｃ
）
が

然
る
べ
き
諮
問
を
経
て
独
自
の
案
を
作
成
し
、
雇
用
省
が
こ
れ
を
省
令
と
し
て
公
布
す
べ
き
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
手
続
協
約
を
法
的
に

凧
行
し
う
る
も
の
と
し
な
い
限
り
、
そ
の
持
続
的
効
果
が
期
待
で
き
な
い
」
。
こ
の
手
続
協
約
が
あ
る
に
も
拘
ら
ず
、
被
川
者
が
予
告
な

し
に
非
公
認
ス
ト
に
参
加
し
就
労
を
拒
否
し
た
場
合
に
は
、
「
目
働
的
に
一
雁
川
関
係
を
破
棄
し
た
も
の
と
み
な
さ
れ
、
操
業
再
開
の
際
に

幻
は
『
新
規
の
彼
川
者
と
し
て
Ⅳ
雇
川
さ
れ
る
」
地
位
に
世
か
れ
、
既
往
の
就
労
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
は
ず
の
す
べ
て
の
手
当
（
ワ
目
の
，

く汕
穿
⑭
）
に
つ
い
て
受
給
樅
を
失
う
制
裁
が
科
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
」
と
す
る
。
（
っ
口
『
臼
①
）
。

岬
な
お
、
両
委
員
は
、
］
・
弓
９
日
⑪
。
□
委
員
と
と
も
に
、
労
働
組
合
ま
た
は
使
川
者
団
体
が
自
ら
の
規
則
に
違
反
し
た
場
合
、
も
し
く
は

、郷
労
働
組
合
が
壷
録
し
た
労
働
協
約
に
違
反
し
た
場
合
に
は
、
ｌ
Ｒ
Ｃ
が
盗
録
取
消
し
権
（
但
し
盲
目
の
日
回
］
○
・
口
『
〔
へ
控
訴
権
で
き
る
）

の約
を
も
つ
べ
き
だ
と
す
る
曰
ｍ
ｐ
ｍ
］
の
『
委
員
の
「
補
足
迩
鰹
」
に
賛
す
る
こ
と
を
、
三
者
連
名
の
「
補
足
意
見
」
の
中
で
述
べ
て
Ｌ
塾
・

協刎
両
委
員
の
意
見
は
、
柵
止
口
書
に
よ
る
要
約
が
簡
単
な
た
め
に
、
多
数
意
見
に
ど
こ
ま
で
賛
成
し
、
ど
こ
に
反
対
な
の
か
、
必
ず
し
も
川

ス
確
で
は
な
い
。
全
体
の
趣
旨
か
ら
み
て
こ
う
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
労
働
協
約
一
般
に
つ
い
て
立
法
に
よ
り
こ
れ
に
強
行
性

リ拝
を
付
与
す
る
》
」
と
に
は
、
多
数
意
見
と
と
も
に
反
対
で
あ
る
が
、
協
約
の
手
続
条
項
に
つ
い
て
は
、
ま
づ
当
事
者
の
、
任
意
の
履
行
に
ま

ｒ

っ
。
協
定
に
至
ら
な
い
場
合
に
は
、
ｌ
Ｒ
Ｃ
の
関
与
を
通
じ
て
、
当
事
者
に
そ
の
作
成
を
義
務
づ
け
、
そ
の
手
続
に
違
反
す
る
非
公
認
ス

（
１
）
こ
の
部
分
に
は
、
水
報
告
書
の
意
見
の
中
で
も
【
：
ロ
，
句
『
の
目
。
の
い
う
８
－
－
の
曰
く
の
Ｆ
の
一
切
の
Ｃ
謎
‐
「
＆
「
の
の
色
調
が
股
も
強
く
出
て
い
る
。
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伽
の
ロ
・
ロ
、
の
丘
委
員
の
意
見

報
告
書
は
末
尾
に
「
保
留
」
（
幻
の
⑫
の
『
ぐ
②
［
｝
。
。
）
と
し
て
の
ロ
○
．
功
の
］
Ｑ
委
員
の
意
見
を
記
し
て
い
る
。
同
委
員
は
、
多
数
意
見
が
（
現

在
の
）
労
使
関
係
に
つ
い
て
提
案
し
た
改
革
諸
措
置
に
は
賛
成
す
る
と
し
つ
つ
も
、
そ
こ
に
「
恒
久
的
な
政
策
と
し
て
の
」
対
応
が
欠
け

て
い
る
と
し
て
、
独
自
の
案
を
提
起
し
、
幻
ｇ
ｏ
風
を
文
持
す
る
「
保
別
」
条
件
を
付
け
た
。
こ
の
中
に
は
、
立
法
に
よ
る
労
伽
協
約
の

法
的
拘
束
力
化
に
つ
い
て
、
こ
れ
を
否
定
す
る
（
日
Ｂ
ロ
）
幻
８
．
１
の
考
え
方
を
批
判
し
、
逆
に
こ
れ
を
立
法
化
す
る
必
要
性
を
強
調
し

た
。
彼
は
、
保
守
党
を
初
め
と
す
る
、
問
麺
の
非
公
認
ス
ト
の
対
莱
と
し
て
、
協
約
立
法
の
制
定
と
法
的
制
成
を
も
っ
て
対
処
し
よ
う
と

す
る
（
、
。
□
・
ぐ
：
委
且
会
の
）
外
部
の
硬
派
の
声
を
報
告
杏
の
中
に
反
映
さ
せ
よ
う
と
企
側
し
て
い
た
。
そ
の
意
味
で
は
、
彼
の
意
見

は
、
明
ら
か
に
報
告
書
に
対
す
る
「
反
対
」
意
見
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
次
の
よ
う
に
説
く
。

㈲
「
労
働
協
約
が
明
確
性
を
欠
く
理
由
の
一
つ
は
、
そ
れ
が
法
的
に
拘
束
力
あ
る
契
約
（
の
ロ
〔
Ｃ
Ｒ
Ｂ
ケ
ー
の
８
日
日
日
）
と
し
て
扱
わ

れ
て
こ
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
報
告
弧
Ⅱ
が
明
ら
か
に
し
て
い
る
よ
う
に
、
現
在
行
わ
れ
て
い
る
労
働
協
約
は
、
法
的
に
瞼
行
さ
れ

る
こ
と
の
で
き
な
い
煎
類
の
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
私
が
こ
こ
に
提
案
す
る
改
正
法
が
制
定
さ
れ
た
あ
か
つ
き
に
は
、
そ
の
下
で

卜
に
対
し
て
は
、
参
加
し
た
被
川
者
に
雁
川
上
の
不
利
樅
と
い
う
私
的
制
奴
を
科
す
こ
と
に
よ
り
そ
の
限
り
で
法
的
に
８
｛
・
門
の
①
：
］
の
な

も
の
と
す
べ
き
だ
と
い
う
考
え
方
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
労
働
協
約
の
法
制
度
の
中
に
、
協
約
述
反
の
争
議
行
為
に
対
す
る
一
椰
の
強
制
仲

成
制
度
を
含
ま
せ
る
も
の
と
み
ら
れ
る
が
、
つ
き
つ
め
る
と
、
の
８
．
口
、
の
一
口
委
員
の
反
対
意
見
に
か
な
り
近
づ
く
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

（
１
）
ｚ
○
希
。
〔
Ｃ
研
い
の
。
戸
幻
⑦
ロ
。
『
【
』
心
。

（
２
）
⑭
ロ
ロ
ロ
］
の
ヨ
の
。
Ｂ
『
望
ｚ
○
戸
の
ロ
垣
ｒ
○
『
□
『
ロ
ゴ
巴
の
国
・
幻
の
ロ
。
『
［
⑬
⑪
い

（
３
）
の
ロ
ロ
ロ
ー
の
ヨ
。
。
Ｂ
『
望
Ｚ
。
（
⑦
ワ
Ｋ
Ｆ
Ｏ
「
口
元
○
ヶ
の
ロ
、
・
の
】
『
○
の
『
ぬ
の
勺
○
二
○
、
穴
仰
ロ
ロ
シ
【
『
・
］
○
コ
。
曰
。
○
日
⑫
○
コ
・
幻
の
ロ
。
『
【
い
⑪
『
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｢イギリス労(1)協約の法的拘束ﾉﾉ」（２）
新
た
に
締
結
さ
れ
る
労
働
協
約
は
、
こ
の
よ
う
な
欠
陥
を
免
れ
る
こ
と
が
で
き
る
（
段
）
」
。

。
「
労
働
協
約
は
契
約
と
し
て
の
形
式
（
［
。
『
曰
）
に
適
し
な
い
と
い
う
考
え
方
は
、
い
ず
れ
も
説
得
的
と
は
思
わ
れ
な
い
。
労
働
協

約
は
諸
外
凶
で
は
法
的
拘
束
力
を
も
つ
も
の
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
こ
と
か
ら
特
段
の
文
隙
は
生
じ
て
い
な
い
。
も
ち
ろ

ん
、
協
約
締
結
の
両
当
事
者
が
、
そ
の
署
名
に
際
し
て
、
何
れ
の
側
も
そ
の
契
約
上
の
履
行
義
務
を
負
わ
な
い
旨
を
特
に
明
示
す
る

場
合
に
は
、
そ
の
意
思
に
任
せ
る
べ
き
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
う
で
な
い
限
り
は
、
協
約
は
通
常
の
約
束
（
目
Ｑ
の
『
臼
五
口
、
）
と
し

て
、
い
ず
れ
の
当
事
打
も
他
力
が
協
定
を
遵
守
し
な
い
こ
と
に
よ
っ
て
生
じ
た
損
害
に
対
し
法
的
救
済
の
論
求
が
で
き
る
性
格
を
も

っ
と
考
え
る
べ
き
で
あ
る
（
閾
）
」
。

口
「
本
質
的
に
亜
要
な
こ
と
は
、
こ
れ
ま
で
の
イ
ギ
リ
ス
法
の
偏
見
を
除
去
す
る
こ
と
で
あ
る
。
法
的
に
強
行
さ
れ
う
る
契
約
上
の

我
扮
を
負
う
こ
と
が
労
働
糾
合
に
と
っ
て
斌
鮒
で
も
困
難
で
も
な
い
よ
う
に
す
る
砧
悩
を
進
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
労
使
が
そ
れ
を

通
常
の
こ
と
と
し
て
受
け
入
れ
ら
れ
る
よ
う
に
す
べ
き
で
あ
る
（
患
）
」
。

側
「
こ
の
伝
統
的
な
偏
見
が
、
糾
合
役
貝
の
弥
働
協
約
に
対
す
る
こ
れ
ま
で
の
対
応
に
不
幸
な
彫
騨
を
与
え
て
き
た
。
彼
ら
の
多
く

は
、
協
約
を
自
分
た
ち
の
将
来
の
行
動
に
つ
い
て
の
約
束
と
は
考
え
ず
、
こ
れ
を
遂
行
す
る
こ
と
に
誇
り
の
気
持
ち
さ
え
も
た
な
か
っ

た
。
協
約
締
結
後
、
状
況
が
変
化
し
て
組
合
が
協
定
し
た
条
件
以
上
の
も
の
を
從
得
す
る
機
会
が
得
ら
れ
る
よ
う
な
場
合
に
は
、
彼

ら
は
こ
れ
を
優
先
し
て
、
協
約
を
無
視
す
る
立
場
に
立
つ
こ
と
が
当
然
と
考
え
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
、
協
約
に
対
す
る
考
え
方
は
、

組
合
役
員
に
よ
っ
て
異
な
る
が
、
本
委
員
会
の
調
査
に
よ
れ
ば
、
多
数
怠
見
は
、
先
進
産
業
諸
圃
と
は
巡
っ
て
、
労
働
協
約
が
、
予

定
さ
れ
た
合
意
を
下
回
る
状
況
が
生
じ
た
場
合
に
は
、
組
合
側
に
何
ら
の
義
務
も
負
わ
せ
る
も
の
で
は
な
い
と
考
え
て
い
る
こ
と
が

明
ら
か
に
さ
れ
た
。
私
の
改
雛
案
は
、
少
な
く
と
も
交
渉
当
事
者
と
し
て
の
労
働
組
合
側
に
自
ら
の
態
度
を
よ
り
明
確
に
し
、
約
束

を
守
る
と
い
う
条
件
の
下
に
お
い
て
、
よ
り
有
利
な
労
働
条
件
を
礎
得
す
る
た
め
の
交
渉
を
行
う
と
い
う
刀
向
に
導
く
こ
と
で
あ
る
。
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何
「
私
の
提
案
が
実
現
す
れ
ば
、
二
つ
の
結
果
が
予
想
さ
れ
る
。
第
一
は
、
紛
争
手
続
の
遵
守
に
関
し
て
、
労
働
組
合
に
拘
束
力
あ

る
仲
放
を
受
け
入
れ
易
く
し
て
、
州
告
汕
Ⅱ
［
四
（
七
］
に
示
さ
れ
た
目
的
の
達
成
が
容
易
に
な
る
こ
と
で
あ
る
。
第
二
は
、
経
営
者

側
の
協
約
内
容
に
つ
い
て
の
改
革
の
と
り
組
み
が
、
組
合
の
協
力
を
得
て
進
展
す
る
こ
と
で
あ
る
。
現
在
の
と
こ
ろ
、
使
川
者
が
、

雄
業
コ
ス
ト
を
引
下
げ
、
ま
た
は
鮒
人
当
た
り
化
瀧
仙
の
上
昇
を
め
ざ
し
、
新
た
な
作
業
方
法
Ｉ
そ
れ
な
く
し
て
は
新
機
械
の
導

入
の
コ
ス
ト
の
上
昇
を
贈
く
ｌ
を
孫
川
し
よ
う
と
し
て
も
、
そ
の
協
定
の
履
行
に
つ
い
て
糾
合
を
臓
噸
で
き
な
い
で
い
る
た
め
改

軌
が
進
展
し
て
い
な
い
。
正
脈
か
つ
信
緬
で
き
る
約
束
が
で
き
な
い
こ
と
か
ら
く
る
不
安
の
念
が
、
絲
済
成
災
の
ペ
ー
ス
を
引
下
げ

る
要
因
の
一
つ
と
な
っ
て
い
る
。
使
川
者
の
中
に
は
彼
ら
の
信
念
を
誤
解
し
て
い
る
者
も
あ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
多
く
の
使
用
者

は
、
労
働
協
約
に
契
約
上
の
拘
束
力
が
与
え
ら
れ
れ
ば
、
作
業
刀
怯
の
変
更
に
側
す
る
交
渉
を
含
む
柵
造
改
峨
を
も
っ
と
早
め
る
こ

と
が
で
き
る
と
硴
信
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
。
も
っ
と
も
、
こ
の
こ
と
は
、
必
ず
し
も
使
川
者
が
、
一
部
の
組
合
員
に
よ
り
協
約
内
容

の
遂
行
を
拒
否
さ
れ
た
場
合
に
、
糾
合
か
ら
脳
害
賠
依
を
と
り
立
て
る
目
勘
的
な
椛
利
を
も
つ
の
を
望
ん
で
い
る
こ
と
を
意
味
し
な

い
。
こ
の
契
約
は
、
単
に
組
合
役
員
が
協
約
内
容
を
組
合
員
に
履
行
さ
せ
る
べ
く
『
妓
善
の
努
力
」
を
尽
く
す
こ
と
を
意
味
す
る
に

と
ど
ま
る
。
「
岐
紳
の
努
力
』
の
意
味
に
つ
い
て
は
、
そ
の
解
釈
に
見
解
の
杣
述
が
生
ず
る
こ
と
は
免
れ
な
い
に
し
て
も
、
明
確
か

つ
具
体
的
な
表
示
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
。
そ
れ
は
組
合
と
使
用
者
の
双
方
に
役
立
つ
で
あ
ろ
う
。
と
い
う
の
は
、
両
者
は
、
今
後
、

協
約
締
結
に
当
た
り
、
で
き
る
だ
け
明
確
な
川
語
を
他
川
す
る
こ
と
で
柧
互
に
了
解
し
て
い
る
こ
と
の
意
味
を
把
握
す
る
こ
と
が
で

き
る
で
あ
ろ
う
か
ら
（
患
）
。
」

㈹
「
私
が
、
非
公
認
ス
ト
の
場
合
に
、
労
働
糾
合
が
「
岐
藩
の
努
力
」
を
し
た
こ
と
の
立
証
と
し
て
参
加
組
合
員
に
対
し
除
名
の
威

現
状
で
は
、
坐

あ
る
（
日
）
」
。 労
働
組
合
の
側
に
何
事
に
つ
け
誠
実
な
約
束
を
さ
せ
よ
う
と
い
う
誘
因
が
働
か
な
い
。
従
っ
て
こ
れ
を
強
め
る
必
要
が

2イ



｢イギリス労伽協約の法的拘束力」（２）

㈹
「
私
の
提
案
す
る
改
革
の
主
た
る
目
的
は
、
拘
束
力
あ
る
労
働
協
約
を
締
結
す
る
と
い
う
恢
行
の
長
期
的
な
効
果
で
あ
る
。
協
約

に
お
け
る
自
ら
の
責
任
を
果
し
得
る
こ
と
を
約
束
で
き
る
労
働
組
合
は
、
そ
の
決
意
に
欠
け
る
組
合
よ
り
も
、
そ
の
組
合
員
の
た
め

に
仙
川
者
か
ら
よ
り
よ
い
交
渉
結
果
を
独
得
す
る
可
能
性
が
高
い
と
い
え
る
。
本
提
案
は
、
わ
が
国
の
産
業
は
、
こ
の
新
た
な
制
度

の
導
入
に
よ
り
締
結
し
た
契
約
上
の
義
務
の
遂
行
に
つ
い
て
の
積
極
的
支
持
さ
え
得
ら
れ
れ
ば
、
速
や
か
に
革
新
に
取
り
組
む
意
欲

に
光
ち
た
雇
主
が
存
在
す
る
と
い
う
私
の
信
念
を
前
提
と
し
て
い
る
。
拘
束
力
あ
る
協
約
は
、
一
定
の
川
間
を
経
た
後
、
こ
れ
を
受

入
れ
た
組
合
の
組
合
員
に
利
益
を
斉
ら
す
で
あ
ろ
う
。
そ
の
主
た
る
利
益
は
、
経
営
の
決
定
事
項
が
よ
り
広
い
範
囲
で
職
場
の
交
渉

耶
項
と
な
る
こ
と
で
あ
る
。
統
悩
者
は
、
そ
う
す
る
こ
と
の
利
益
が
安
定
し
た
労
使
関
係
の
下
に
お
い
て
得
ら
れ
る
変
革
計
画
へ
の

見
通
し
さ
え
あ
れ
ば
、
労
働
協
約
の
範
囲
を
拡
張
す
る
方
向
に
進
む
で
あ
ろ
う
（
さ
）
」
。

ｗ
「
契
約
と
し
て
の
労
働
協
約
を
通
常
成
川
所
の
手
続
の
下
に
置
く
こ
と
は
妥
当
と
は
思
わ
れ
な
い
。
そ
の
哩
山
は
、
一
つ
に
は
、

紛
争
事
項
に
つ
い
て
の
決
定
が
速
や
か
に
な
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
こ
と
、
二
つ
に
は
、
決
定
の
判
定
者
に
は
労
使
関
係
に
つ
い
て
の

専
門
的
知
識
が
求
め
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
構
成
員
と
し
て
は
、
労
使
の
各
代
表
と
専
門
の
法
律
家
を
含
む
裁
判
官
が
望
ま
れ

る
。
そ
し
て
、
こ
の
機
能
を
果
す
に
は
、
強
制
仲
裁
事
項
に
ま
で
責
任
を
も
つ
特
別
審
判
所
（
豆
目
の
ａ
四
］
Ｃ
Ｃ
ｐ
Ｈ
芹
）
の
設
置
が
通

当
で
あ
る
（
凸
）
」
。

し
を
加
え
た
こ
と
ま
で
求
め
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
こ
と
を
指
摘
し
て
お
く
の
は
重
要
で
あ
る
。
そ
こ
ま
で
求
め
る
の
は
、
ク
ロ
ー

ズ
ド
シ
ョ
ッ
プ
を
も
つ
産
業
分
野
に
あ
っ
て
は
過
酷
な
処
罰
に
過
ぎ
る
か
ら
で
あ
る
。
組
合
側
は
、
単
に
シ
ョ
ッ
プ
ス
チ
ュ
ア
ー

ド
を
含
む
組
合
役
員
ら
が
共
謀
し
て
そ
の
権
限
を
侵
害
す
る
に
至
っ
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
こ
と
の
立
証
を
求
め
ら
れ
る
こ
と
に
な

ろ
う
Ｓ
ｃ
）
」
。

の
ロ
・
ロ
、
の
］
Ｑ
委
員
の
労
働
協
約
に
法
的
拘
束
力
を
付
与
す
べ
き
で
あ
る
と
す
る
立
法
論
は
、
（
ョ
巴
口
）
宛
８
．
１
の
中
で
は
否
定
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（
五
）
労
働
党
政
府
の
「
新
労
使
関
係
法
案
」
と
そ
の
挫
折

川
政
府
白
書
コ
コ
ロ
ｐ
８
ｏ
ｍ
ｍ
ａ
（
の
」

労
働
党
政
府
（
国
・
○
口
の
（
一
の
一
雁
川
・
生
雌
Ⅲ
）
は
、
一
九
六
九
年
一
月
「
剛
争
に
代
え
て
」
（
亘
宅
－
９
の
。
（
の
日
庁
）
と
題
す
る
白

薪
）
の
中
で
、
労
使
関
係
改
革
に
関
す
る
新
た
な
立
法
構
想
を
発
表
し
た
。
こ
の
提
案
は
ド
ノ
ヴ
ァ
ン
報
告
書
の
考
え
方
を
基
調
と
し
た

と
は
い
え
、
激
化
し
て
ゆ
く
非
公
認
ス
ト
に
対
す
る
世
論
の
反
発
や
政
治
的
仏
雌
を
考
噸
し
て
微
妙
な
刀
向
転
換
を
示
し
て
い
る
。
と
り

わ
け
、
組
合
間
の
紛
争
解
決
お
よ
び
労
働
協
約
の
手
続
条
項
に
違
反
し
、
労
使
協
議
を
尽
く
さ
な
い
ス
ト
ラ
イ
キ
に
対
す
る
（
調
停
を
目

的
と
す
る
）
中
止
命
令
の
椛
限
を
国
務
大
脳
に
付
与
し
、
命
令
に
応
じ
な
い
関
係
者
に
罰
金
の
制
蚊
を
科
す
と
い
う
政
莱
は
、
も
は
や
報

（
３
）

生
口
書
の
勧
告
か
ら
は
遠
く
離
れ
、
政
府
に
よ
る
介
入
主
義
の
色
彩
を
強
く
帯
び
る
も
の
で
あ
っ
た
。

（
２
）
イ
ギ
リ
ス
の
労
働
法
の
テ
キ
ス
ト
（
○
口
⑫
の
い
：
ロ
冨
日
の
１
ｍ
］
の
⑭
）
は
い
ず
れ
も
□
。
。
・
く
目
冗
８
。
且
を
重
要
な
資
料
と
し
て
扱
っ
て
い
る
が
、

の
９
コ
「
一
の
一
□
の
意
見
に
触
れ
た
も
の
は
あ
ま
り
見
ら
れ
な
い
。

（
１
）
ｚ
２
（

②
○
○
、
ｌ
②
○
ｍ

さ
れ
、
留
保
意
見
と
し
て
報
告
さ
れ
た
に
と
ど
ま
っ
た
。
し
か
し
、
そ
れ
は
、
労
働
党
の
敗
北
に
よ
っ
て
多
数
意
見
身
が
陽
の
目
を

見
る
機
会
を
失
う
や
、
今
度
は
保
守
党
の
「
労
使
関
係
法
」
案
に
理
論
的
な
根
拠
を
提
供
し
、
続
い
て
一
九
七
一
作
法
の
中
に
実
現

（
２
）

を
見
る
こ
と
に
な
っ
た
。
彼
の
意
見
は
、
労
働
法
に
関
す
る
モ
ノ
グ
ラ
ム
と
し
て
は
あ
ま
り
と
り
あ
げ
ら
れ
て
い
な
い
が
、
（
政
治

的
立
場
を
離
れ
て
）
法
理
論
と
し
て
見
た
場
合
、
十
分
に
説
得
性
の
あ
る
立
法
論
と
評
す
る
こ
と
が
で
き
、
そ
の
意
味
に
お
い
て
、

イ
ギ
リ
ス
の
労
働
協
約
法
論
の
一
つ
と
し
て
位
置
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
と
思
う
。

‐
）
ｚ
・
【
。
。
【
幻
の
い
の
『
く
“
ご
・
貝
、
。
』
一
門
牙
の
シ
い
「
・
・
日
の
；
ご
牙
・
句
・
§
・
【
０
．
．
５
；
⑭
炉
ｌ
②
Ｐ
ｑ
“
す
。
。
「
】
・
一
口
・
幻
８
・
『
一
℃
ロ
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｢イギリスｿj[UMI約の法的拘束ﾉﾉ」（２）

○
回
⑫
【
」
の
雁
川
・
雌
雄
性
州
は
、
議
会
に
お
け
る
右
法
案
の
立
法
趣
旨
に
つ
い
て
、
①
当
事
者
の
自
主
的
合
意
で
は
解
決
す
る
こ
と
の

で
き
な
い
組
合
間
紛
争
の
解
決
機
術
の
設
世
、
②
規
約
述
反
の
（
目
８
コ
の
冒
目
。
□
巴
）
争
議
行
為
に
対
し
二
八
日
間
の
冷
川
川
間
を
設

け
る
、
③
す
べ
て
の
刀
勘
科
に
組
合
川
人
の
樅
利
を
与
え
る
、
④
仙
川
背
に
Ｑ
幻
の
組
合
承
認
の
勧
告
を
受
入
れ
さ
せ
る
、
⑤
述
法
争

議
参
加
に
よ
る
失
業
手
当
の
資
格
剥
奪
の
要
件
を
緩
和
す
る
、
と
説
明
し
た
。

②
百
口
口
の
ａ
ロ
ー
幻
①
一
日
一
○
口
囚
」
一

一
九
六
九
年
四
月
、
三
房
○
コ
行
相
は
、
片
や
、
労
働
党
内
の
自
己
の
地
位
を
補
強
す
る
必
要
、
片
や
「
ゲ
リ
ラ
」
ス
ト
と
ま
で
呼
ば

れ
る
よ
う
に
な
っ
た
非
公
認
ス
ト
に
対
す
る
、
次
第
に
高
ま
り
つ
つ
あ
る
立
法
へ
の
期
待
、
と
い
っ
た
ジ
レ
ン
マ
的
状
況
の
中
で
、
「
暫

定
的
な
」
労
使
関
係
法
を
制
定
す
る
と
い
う
窺
余
の
政
策
を
と
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
白
書
の
中
の
、
当
面
の
争
議
沈
節
化
に
必
要
な
対
策

に
限
定
し
た
部
分
を
「
の
可
・
『
こ
且
５
【
１
臼
一
四
一
一
」
と
し
て
と
り
あ
え
ず
議
会
で
通
過
さ
せ
、
残
り
の
大
分
は
「
Ｐ
ｏ
ｐ
的
囚
］
」
と
し
て

然
る
べ
き
時
期
に
立
法
化
す
る
こ
と
と
し
た
。
「
の
ゴ
・
『
（
囚
巳
の
内
容
は
、
ド
ノ
ヴ
ァ
ン
報
告
書
が
「
状
況
が
必
須
と
す
る
時
期
に
」
、

「
必
要
妓
小
限
度
の
」
強
制
立
法
と
し
て
認
め
る
こ
と
と
し
て
い
た
も
の
を
、
政
府
は
、
今
現
在
が
そ
の
「
必
弧
の
時
期
」
だ
と
判
断
し

た
の
で
あ
っ
た
。

（
１
）
胃
口
や
一
切
、
の
。
【
の
【
ユ
〔
魚
鈩
勺
○
一
】
。
『
「
。
「
『
。
。
こ
い
（
ユ
画
一
宛
の
］
口
邑
○
口
⑫
。
○
ヨ
ロ
ロ
。
⑭
②
⑪
⑪

（
２
）
こ
の
間
の
政
治
的
葛
藤
に
つ
い
て
は
、
で
①
［
の
『
］
の
口
六
一
コ
の
》
弓
ゴ
の
ロ
句
己
の
。
〔
Ｃ
ｇ
－
ヨ
コ
的
の
〔
『
の
①
〆
』
の
『
◎
に
よ
く
錨
か
れ
て
い
る
。

（
３
）
こ
の
白
枇
Ⅱ
の
発
表
後
、
Ｃ
ｏ
ｐ
ｏ
く
：
幻
８
．
『
（
の
政
雄
と
を
対
比
さ
せ
て
論
じ
た
コ
メ
ン
ト
と
し
て
幻
・
◎
・
の
｝
ヨ
ロ
８
コ
・
幻
８
。
『
［
⑫
。
〔
○
・
ヨ
ョ
員
，

【
の
の
⑫
．
菖
・
Ｆ
・
幻
ご
ｏ
一
・
②
⑬
．
Ｂ
８
参
照
。
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Ｉ
ｆ
ｆ

政
府
は
Ｔ
Ｕ
Ｃ
と
折
衝
を
亜
ね
る
毎
に
、
次
第
に
「
後
退
」
し
、
岐
後
に
法
案
か
ら
罰
Ⅲ
条
項
を
全
而
削
除
し
た
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

労
働
党
は
一
九
七
○
年
六
月
の
総
選
挙
に
お
い
て
国
・
餌
８
［
。
の
保
守
党
に
破
れ
、
白
書
「
闘
争
に
代
え
て
」
と
法
案
（
の
。
。
『
【
四
一
」
．

Ｆ
・
月
四
一
一
）
に
盤
り
込
ん
だ
い
ず
れ
の
政
簸
柵
旭
も
陽
の
目
を
兄
な
い
結
果
に
終
っ
た
。

そ
し
て
代
わ
っ
て
寵
場
し
た
の
は
、
か
っ
て
、
保
守
党
が
同
日
「
Ｏ
Ｂ
］
ｇ
ゴ
・
『
丙
の
巾
で
主
張
し
て
い
た
法
案
を
土
台
と
し
、
ド
ノ

ヴ
ァ
ン
報
告
書
の
中
の
（
政
治
的
に
）
「
祁
合
の
よ
い
」
部
分
だ
け
を
と
り
入
れ
た
一
九
七
一
年
「
労
使
関
係
状
案
」
で
あ
っ
た
。
そ
こ

で
は
、
立
法
に
よ
る
労
働
協
約
の
法
的
拘
束
力
付
与
に
つ
い
て
は
、
「
世
論
が
こ
れ
を
支
持
し
て
い
る
」
と
の
判
断
に
立
ち
、
報
告
書
の

「
多
数
」
意
見
で
は
な
く
、
の
す
。
ｐ
爵
］
Ｑ
委
員
の
「
反
対
」
意
見
を
採
択
し
て
、
そ
の
立
法
化
に
踏
み
切
っ
た
の
で
あ
る
。

佃
弓
ご
○
の
反
発
と
行
動
綱
価

政
府
案
の
①
と
②
は
、
違
反
し
た
組
合
ま
た
は
組
合
員
に
対
し
罰
則
の
制
裁
を
伴
う
も
の
で
あ
っ
た
た
め
、
ヨ
ロ
○
側
の
大
き
な
反
発

を
招
い
た
。
六
九
年
九
月
日
ロ
○
は
、
「
労
使
関
係
ｌ
行
動
綱
価
」
（
旨
目
⑭
〔
『
莅
］
幻
の
一
目
・
ロ
・
勺
『
。
、
『
口
日
日
の
〔
。
【
シ
ｎ
斤
｝
。
。
）
と
麺
す
る

文
評
を
発
表
し
て
、
細
く
、
間
の
紛
争
ま
た
は
規
約
述
反
の
争
議
行
為
の
解
決
は
、
法
に
よ
る
処
罰
（
ｂ
ｇ
ｐ
］
。
］
口
Ｐ
⑫
の
⑰
）
に
よ
ら
ず
、

弓
Ｃ
Ｏ
自
ら
の
手
で
解
決
す
べ
き
こ
と
を
亘
一
一
一
一
口
し
、
こ
の
方
針
は
組
合
の
臨
時
大
会
で
圧
倒
的
多
数
に
よ
り
承
認
さ
れ
た
。
罰
則
の
点
で

政
府
と
組
合
側
は
全
而
的
対
決
の
状
況
に
立
至
っ
た
の
で
あ
る
。

㈹
小
拓

労
働
協
約
に
は
法
的
拘
束
力
が
認
め
ら
れ
な
い
、
と
し
て
使
用
者
側
か
ら
の
ス
ト
ラ
イ
キ
差
止
命
令
の
請
求
を
棄
却
し
た
一
九
六

九
年
の
フ
ォ
ー
ド
判
決
は
、
こ
の
労
使
紛
争
の
そ
も
そ
も
の
発
生
原
因
で
あ
る
非
公
認
ス
ト
が
、
イ
ギ
リ
ス
の
労
働
迎
勅
史
の
中
で

姪
へ

-1：
１０
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｢イギリスツj伽協約の法的拘束力」（２）
も
ピ
ー
ク
に
達
し
つ
つ
あ
っ
た
六
○
年
代
末
の
不
安
定
な
労
使
関
係
の
只
中
に
生
れ
た
。
そ
し
て
労
使
関
係
の
問
題
が
、
労
働
党
と

保
守
党
間
の
大
き
な
政
争
と
な
り
、
こ
れ
に
対
す
る
立
法
捲
世
が
政
権
の
座
を
左
右
す
る
ま
で
に
至
っ
て
、
労
働
党
は
王
立

（
ｏ
ｏ
ｐ
ｏ
ぐ
目
）
委
員
会
を
設
世
し
て
、
診
断
と
治
旅
の
背
写
真
の
作
成
を
託
し
た
。
労
働
協
約
の
立
法
Ⅲ
題
に
つ
い
て
、
こ
の
委
員

会
が
立
法
措
避
に
よ
る
法
的
拘
束
力
の
付
与
に
反
対
す
る
（
多
数
）
意
見
を
公
表
し
た
の
は
、
フ
ォ
ー
ド
判
決
の
前
年
で
あ
る
一
九

六
八
年
で
あ
り
、
そ
れ
は
フ
ォ
ー
ド
判
決
の
結
論
に
大
き
く
彫
響
し
た
。

こ
う
し
て
現
行
法
の
規
定
、
こ
れ
に
対
す
る
司
法
（
裁
判
所
）
の
判
断
、
王
立
委
員
会
と
い
う
準
行
政
機
関
の
意
見
が
、
い
ず
れ

も
刀
働
協
約
の
法
的
拘
束
力
を
め
ぐ
る
新
た
な
立
法
機
慨
に
対
す
る
椚
極
的
見
解
を
表
明
し
た
の
を
受
け
て
、
労
働
党
は
、
原
則
的

に
こ
れ
を
支
持
す
る
立
場
を
装
い
つ
つ
、
政
治
判
断
と
し
て
「
反
ス
ト
ラ
イ
キ
立
法
を
望
む
世
論
」
を
汲
み
、
「
協
約
の
手
続
協
定

に
違
反
す
る
」
ス
ト
ラ
イ
キ
に
対
す
る
強
制
調
停
と
処
罰
を
含
む
立
法
案
を
提
示
し
た
。
し
か
し
、
そ
れ
は
Ｔ
Ｕ
Ｃ
の
強
硬
な
反
対

の
前
に
挫
折
し
た
。
そ
の
結
果
、
政
権
を
拾
っ
た
保
守
党
が
、
逆
に
、
労
働
協
約
に
法
的
拘
束
力
を
付
与
す
る
新
労
使
関
係
法
を
成

立
さ
せ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
以
上
が
本
章
ま
で
に
扱
っ
た
イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
労
働
協
約
「
立
法
」
の
経
過
で
あ
る
。

回
顧
す
れ
ば
、
イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
労
働
協
約
と
法
の
関
係
は
、
十
九
世
紀
の
七
○
年
代
に
消
極
的
な
団
結
権
を
含
む
労
働
組
合

法
が
「
（
労
働
協
約
を
含
む
）
【
Ｂ
Ｑ
の
昌
一
・
口
間
の
紛
争
を
奴
判
所
に
よ
る
解
決
か
ら
排
除
す
る
」
こ
と
を
定
め
た
時
に
始
ま
る
。

こ
の
立
法
政
策
は
、
団
体
交
渉
や
労
働
協
約
に
対
す
る
国
家
の
過
度
の
介
入
を
防
ぐ
と
い
う
意
味
で
は
大
き
な
機
能
を
果
し
た
が
、

市
民
法
理
に
な
じ
み
に
く
い
労
働
協
約
制
度
を
普
及
さ
せ
る
た
め
の
、
他
の
図
で
は
瞥
遍
的
で
あ
っ
た
労
働
協
約
の
私
法
的
効
果
の

発
展
を
阻
害
す
る
結
果
を
産
ん
だ
。
イ
ギ
リ
ス
の
法
曹
お
よ
び
労
働
迎
動
に
お
い
て
、
こ
の
問
題
が
ほ
と
ん
ど
一
世
紀
に
も
わ
た
り
、

さ
し
て
重
要
視
さ
れ
な
か
っ
た
の
は
、
要
す
る
に
イ
ギ
リ
ス
の
刀
仙
関
係
が
法
や
国
家
の
介
入
を
必
要
と
し
な
い
ほ
ど
に
自
主
的
解

決
の
能
力
と
余
裕
を
も
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
の
基
盤
が
崩
れ
始
め
た
の
が
一
九
六
○
年
代
で
あ
る
。
労
使
関
係
に
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多
数
意
見
が
立
法
化
に
反
対
す
る
理
論
的
根
拠
は
、
第
一
に
労
働
協
約
の
当
鞭
者
で
あ
る
労
使
が
一
般
的
に
契
約
と
し
て
の
奴
判

所
に
よ
る
解
決
を
望
ん
で
い
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
第
二
に
、
当
而
の
対
策
と
し
て
は
、
ま
ず
労
使
関
係
１
Ｍ
体
交
渉
シ
ス
テ

ム
の
縦
備
が
急
務
で
あ
り
、
そ
れ
を
階
い
て
労
働
協
約
の
法
的
効
果
に
手
を
つ
け
る
の
は
早
尚
で
有
効
で
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

第
一
の
皿
山
が
協
約
の
本
圃
に
か
か
わ
る
扶
皿
論
上
の
も
の
で
あ
る
の
に
対
し
、
第
二
の
皿
山
は
弥
仙
関
係
の
紺
織
に
対
す
る
い
わ

ば
「
社
会
学
的
」
診
断
で
あ
っ
て
、
両
者
の
主
張
に
は
か
み
合
わ
な
い
と
思
わ
れ
る
部
分
も
あ
る
し
、
い
ず
れ
も
当
面
の
非
公
認
ス

ト
の
「
跳
梁
」
や
「
イ
ギ
リ
ス
病
」
に
耐
を
悩
ま
し
て
い
る
人
々
に
は
、
問
蹄
的
で
分
か
り
難
く
、
（
少
な
く
と
も
「
反
刎
厳
見
」

よ
り
は
）
、
説
得
的
で
な
か
っ
た
よ
う
に
思
え
る
。

報
告
書
自
体
は
、
よ
り
抜
本
的
措
置
を
含
む
立
法
を
期
待
し
て
い
た
と
思
え
る
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
（
『
冒
回
８
コ
・
目
⑪
（
）
が
報

ド
ノ
ヴ
ァ
ン
報
告
書
は
、
そ
の
性
格
上
、
労
働
協
約
を
め
ぐ
る
法
的
問
題
の
す
べ
て
を
扱
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
主
と
し
て

労
働
協
約
（
の
手
続
条
項
）
に
契
約
と
し
て
の
法
的
効
果
を
持
た
せ
る
こ
と
の
当
否
を
問
題
と
し
た
。
と
り
わ
け
、
委
員
会
が
念
頭

に
粧
い
た
の
は
、
非
公
認
な
い
し
組
合
（
中
央
部
）
の
統
制
を
外
れ
た
争
議
行
為
へ
の
対
応
策
で
あ
り
、
考
察
の
対
象
を
そ
の
よ
う

に
限
定
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
委
員
会
は
多
数
意
見
の
結
論
と
し
て
、
政
策
的
判
断
と
し
て
は
、
「
目
下
の
と
こ
ろ
」
「
非
公
認
ス

ト
に
対
す
る
（
処
罰
を
作
な
う
）
立
法
政
策
と
し
て
」
、
労
働
協
約
に
法
的
強
行
性
を
付
与
す
る
ま
で
の
緊
急
性
は
な
い
と
考
え
た 、
、

関
す
る
王
立
委
員
会
が
一
世
紀
ぶ
り
に
設
立
さ
れ
た
の
も
そ
れ
を
示
し
て
い
る
。
こ
の
委
員
会
は
、
こ
の
政
治
的
混
乱
川
に
、
政
簸

、
、
、
、
、
、
、

的
Ⅶ
断
と
し
て
の
打
働
協
約
の
立
法
問
題
と
と
り
細
む
》
」
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
報
上
、
轡
は
、
委
貝
の
「
全
員
一
致
の
」
納
論
を

提
示
し
た
が
、
災
質
は
多
数
意
見
と
少
数
（
反
対
）
意
見
か
ら
成
っ
て
い
る
。
本
稿
で
は
、
両
者
間
の
考
え
刀
の
相
巡
に
飯
点
を
世

の
で
あ
る
。

い

た
◎
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｢イギリス労働協約の法的拘束力」（２）
告
書
の
発
表
直
後
に
冷
や
や
か
に
評
し
た
よ
う
に
、
「
じ
き
に
忘
れ
去
ら
れ
る
」
運
命
に
あ
っ
た
。
し
か
し
、
ド
ノ
ヴ
ァ
ン
報
告
書

は
、
そ
の
付
記
す
る
補
足
意
見
・
資
料
、
お
よ
び
四
三
の
○
か
ら
発
行
さ
れ
た
証
一
一
一
一
口
録
（
旨
ロ
日
①
⑫
。
（
向
く
】
Ｑ
の
。
８
）
幻
の
の
８
『
８

つ
§
の
『
（
一
～
十
一
）
と
と
も
に
、
当
時
の
労
働
立
法
政
策
の
動
向
や
関
与
し
た
政
界
、
労
働
界
な
ど
の
多
く
の
人
々
の
考
え
方
や

対
応
の
仕
方
を
知
る
う
え
で
き
わ
め
て
貴
重
な
も
の
で
あ
り
、
そ
の
資
料
価
値
は
、
今
日
ま
で
の
約
三
○
年
の
間
に
刊
行
さ
れ
た
多

く
の
学
術
論
文
等
に
よ
り
高
く
評
価
さ
れ
て
き
た
。
労
働
協
約
の
問
題
に
つ
い
て
も
、
そ
の
考
え
方
の
基
本
的
差
異
が
、
そ
の
後
の

政
争
を
経
て
現
在
ま
で
持
ち
込
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
意
味
に
お
い
て
も
、
報
告
書
は
常
に
新
た
な
歴
史
文
書
で
あ
り
続
け
る
で
あ
る

・
つ
。
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